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開議 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分とします。 

  髙野光一議員を指名いたします。 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  おはようございます。日本共産党の髙野

光一でございます。初めて質問をさせても

らうことになりましたので、よろしくお願

いいたします。 

  通告要旨の１番ですが、教育振興につい

てということで、小中学校における給食費

の無償化を求めます。 

  情報によりますと、国の予定は小学校給

食無償化は2026年度から全国で実施される

予定でございます。豊能町では小学校の給

食費は4,150円、中学校給食費は4,340円と

なっております。こういう状況の下で、国

が給食費の無償化をした場合、豊能町では

どう考えるのでしょうか。お願いいたしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  現在、本町におきましては、令和４年度

からの物価高騰に伴う給食食材の高騰によ

る小中学生のいる保護者の生活支援の一端

として、中学校給食の無償化と小学校給食

の物価により高騰した部分の一部補助を行

い、保護者の負担軽減を図っております。 

  現在、給食費無償化の財源につきまして

は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金など国の交付金を活用しているところ

ではありますが、新たに国が小学校の給食

費を無償化した場合、一部の給食費を負担

している小学校の保護者のさらなる負担軽

減につながることから、有効な施策である

というふうに考えております。 

  現在のところ、国から具体的な補助制度

の内容につきましては、まだ正式な通知は

ありませんが、補助制度の内容や町の財政

負担を考慮しながら検討してまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  まだ国のほうが詳細が決まってないので、

豊能町でもまだ対応策ができてないという

ことでございました。 

  給食の内容でございますが、次、②のと

ころに行きますが、地産地消で野菜などは

豊能町産での調達を望みたいと思いますが、

現状はどういう状況になっているでしょう

か。お願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  本町の学校給食におきましては、これま

でも食育や地産地消の観点から地元産の食

材を活用して実施しているところです。自

校給食やデリバリー給食の食材として、お

米は豊能町産のキヌヒカリ、野菜は直売所

の志野の里から安定的に供給できる野菜を

優先的に使用しています。 
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  副菜として町内で製造されている納豆も

供給しているところです。ただし、全ての

食材を豊能町産のものというと、食材によ

っては町内で確保することが難しいものも

ございます。また、お米や野菜類も一年中

通して供給するほどの量を生産するという

ことについては、現在難しい状況にあると

いうふうにお聞きしております。引き続き、

関係機関とも安定供給の可否を協議しなが

ら、できるだけ給食の食材は地産地消を進

めていくように努めてまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  地産地消で食材を確保することに努力し

ていることがよく分かりました。今後とも、

引き続き今のような状況で調達をしていた

だきたいというふうに考えております。 

  さらに、③ですが、有機栽培などの条件

をつけた場合の調達はどういう状況になっ

ているでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校給食は、子どもたちの体をつくるだ

けではなく、健康で充実した生活を送るた

めの基礎を培う健康教育の一環であると考

えており、安心安全な食材を提供する必要

があるということについては十分認識して

います。 

  有機農業とは、科学的に合成された肥料

及び農薬をしないこと並びに遺伝子組み換

え技術を利用しないことを基本として、農

業生産に由来する環境への負荷をできる限

り低減した農業生産の方法を用いるもので、

一般的にはオーガニックとは有機農業、有

機栽培と同じ意味と捉えられています。農

薬や化学肥料を使わない有機栽培の農作物

につきましては、先ほど申し上げましたと

おり、安心できるものを食べたいと考える

消費者にとっては魅力的である一方、その

食材費は高額になります。 

  小学校の給食費で考えますと、現在自己

負担を280円としているところですが、オー

ガニック野菜を使用することで普通の野菜

の二、三倍、食材費にして400円から600円

の負担増となります。現在のところ、小学

校給食では各家庭への負担が増加すること

から導入は難しいと考えています。 

  本町におきましては、先ほども申し上げ

ましたが、食育の観点も含めて安心安全な

豊能町産のお米や野菜、加工品を可能な限

り使用していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  引き続き給食の食材として豊能町産の野

菜など、あるいは有機栽培などの食材を使

っていただくように努力をしていただきた

いというふうに考えます。よろしくお願い

をいたします。 

  次の質問にまいります。 

  （２）公共交通の充実についてというこ

とで、この前地元の光風台自治会館で町長

を交えて町政懇談会がありまして、その中

でこういうビラが配られましたけれども、

豊能町が大阪府下第一の高齢化率になって

いるということでございますので、やっぱ

り、出かけるときにバスの減便とか廃止と

かというような状況が起こっていますので、

豊能町で独自の乗合タクシーシステムを導

入したらどうかという提案をここに記入を

させていただいています。 

  モデルとなるのは能勢町の乗合交通シス

テムでございます。平日の朝８時から17時
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台まで、乗りたい停留所間で予約をして300

円で利用できるシステムでございます。今

年度の予算は2,606万7,000円でございまし

て、今年７月から10月までの利用者は1,912

人というようなことでございます。こうい

う能勢町の乗合タクシーのようなシステム

を豊能町でも高齢者社会に向けて導入をぜ

ひ求めますが、いかがでしょうか。よろし

くお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。 

  お答えいたします。 

  能勢町の乗合タクシーにつきましては、

乗降地点を定めて路線を定めない区域運行

という運行形態を行っており、ＡＩによる

経路計算は行わない点は異なりますが、本

町で実施したＡＩオンデマンド交通の実証

運行と同じ運行形態となっております。 

  ＡＩオンデマンド交通と比べますとシス

テムにかかる経費が不要となりますが、運

転手はＡＩオンデマンド交通と同様に常時

確保する必要があり、人件費の負担が非常

に大きくなります。 

  一方、本町のデマンドタクシーにつきま

しては、路線不定期運行という運行形態で、

事前予約のあった便のみの運行となり、費

用負担につきましても運行を行った実績に

より行いますので、令和６年度の実績にお

きましては年間約680万円の経費に対して本

町の運行補助は576万円となっており、１人

当たりの経費といたしましては約1,570円と

効率的な運行となっております。 

  能勢町と同様の運行形態で試算いたしま

すと、概算となりますが、１台当たり年間

2,120万円程度の経費が必要であり、１人当

たりの費用といたしましては5,790円必要と

なり、これは約でございますが、デマンド

タクシーの運行経費としましては約本町の

3.7倍の経費が必要となります。 

  また、乗合タクシーに近い運行形態とな

るため、現在町内で運行しているタクシー

とのすみ分けが難しく、事業者の理解を得

ることが難しい状況が考えられると思われ

ます。 

  今回御質問を受けまして、本町でもいろ

いろと能勢町の乗合タクシーを、運行経費

の資料等は公表されておりますので見させ

ていただきました。比較しますと、事前予

約という点では同じ形を採っておられると

認識しております。能勢町の場合は、前日

の基本的に４時半までに予約が必要と。平

日運行のみですので、土日・祝日は運行さ

れていないという認識をしております。一

方、本町の予約でいいますと、基本は１時

間前に予約をしていただくということと、

本町の場合は平日に限らず、土日・祝日も

運行しているという状況がございます。運

行の時間にいたしましても、能勢町さんは、

これは８時から17時台まで運行されている

と。本町は、早い時間帯でしたら７時台か

ら遅い時間帯は16時台の運行となってござ

いますので、ただ料金につきましては、能

勢町さんは一律300円ということと、本町で

は190円から500円の間、これは原則は東西

のデマンドが料金の幅が広いんですけど、

東地区でしたら基本は200円、西地区内でし

たら基本250円で運行しているという状況が

ございますので、ＡＩを使っていないこと

は一緒ですので、利便性の面でもそんなに

変わらない状況もあるのかなと思ってござ

います。乗合タクシーの運行形態はドア・

トゥー・ドアというような形になりますの

で、なかなか本町の場合はタクシーとのす

み分けが難しくございますので、なかなか

導入は難しいのではないかと思ってござい



 3－6 

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  豊能町でのデマンドタクシーは実施をし

ないというように聞こえたんですけど、そ

の理解でよろしいでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ＡＩを使った実証運行はなかなか費用が

かかって難しいというのはお答えをしたつ

もりでございます。ただ、今の、これは先

日の議会でもありましたが、利便性が悪い

という御指摘もありますので、なかなか乗

り継ぎとかが乗りたい時間に乗れないとか、

いろいろ御意見も伺っておりますので、ま

たそのようなことを踏まえて、これがデマ

ンドタクシーの運行で試験的に利便性が上

がるような運行形態が取れる場合はまた実

証運行という形で運行していく可能性もご

ざいますので、今、全くしないというわけ

ではないということで、利便性の高まるよ

うな検討はしていきたいと思ってございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  やっぱり、ぜひとも高齢者のためにデマ

ンドタクシーというものを実現をしてほし

いというふうに希望します。 

  実例では寝屋川市がデマンドバスからデ

マンドタクシーに変更をして、なおかつ70

歳以上の高齢者は無料というようなシステ

ムに変えてやっていますので、できる限り

やっぱり高齢者の足を確保するということ

で、ぜひともデマンドタクシーの運行を求

めたいと思います。 

  （２）については以上のことであります。 

  （３）について、補聴器の購入助成につ

いてということで、大阪府下９自治体で補

聴器購入助成が実施されております。助成

額は２万5,000円と５万円の市町村がござい

ます。ここに近い町村では、北摂の島本町

が令和６年４月１日から補聴器購入補助が

実施されていまして、令和７年度の予算は

15人分37万5,000円が計上されております。

今年度、現在の申請は３名とのことでござ

います。 

  大阪府下で一番高齢化率が高い豊能町で

ぜひとも補聴器購入補助制度の実現を求め

ていきたいと考えますが、いかがでしょう

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  それでは、お答えいたします。 

  ただいま議員のほうから御案内がござい

ました、大阪府下の状況がございました。 

  最近では他の自治体におきまして補聴器

の購入費助成が実施されておられまして、

また、その数も徐々に増えてきているよう

でございます。 

  調べてみますと、令和７年の６月現在に

おきまして、全国市町村の約27％に当たる

約460市町村において、比較的症状の軽い中

等度難聴の方への補聴器購入費助成が行わ

れていると理解してございます。 

  難聴は日常生活におけるコミュニケーシ

ョンを難しくしまして、社会的孤立や認知

機能の低下につながると言われてございま

して、補聴器を利用した音声コミュニケー

ションをサポートしていくことは生活の質

の向上のみならず、認知症予防についても
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効果が高いことは承知してございます。 

  しかしながら、本町の高齢化率の状況を

踏まえますと多くの方が対象となると見込

まれます。実際にどれぐらいの方が補助金

を申請されるかなど、近隣市町村の状況な

どを確認する必要がございますが、現在の

ところ財政面の影響も踏まえ、実施につい

ては困難であると考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  かなり３割近い自治体が補聴器の購入補

助を実施しているということですので、豊

能町自体も大阪府下高い高齢化率というこ

とでございますので、ぜひとも補聴器購入

補助制度の実現を求めるところでございま

す。予算的にも、人口の少ない島本町で37

万5,000円で実現をしていますので、その辺

の財源については確保をできるというふう

に考えますが、いかがですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど島本町さんの現状についてお話を

いただいてございます。ちなみにこの７月

末現在での高齢化率につきましては、島本

町におきましては27.5％、私ども豊能町に

ついては50.5％ということで、倍よりちょ

っと少ないぐらいの高齢化率でございます。 

  それを踏まえまして、先ほどちょっとお

答えをしているんですが、高齢化率に応じ

て、やはり予算の確保はしていかなあかん

のかなというふうに思っています。実際に

どれぐらいの方が、先ほどもお答えしてま

すとおり利用されるかということもござい

ますけれども、現在におきましてはなかな

かちょっと難しいのではないかなと思って

ございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  島本町から比べれば豊能町の高齢化率は

高いということでございますが、実際に高

齢化になって補聴器が必要だという方はも

う既に購入を済ませているというふうに考

えられますので、島本町の予算の倍額が必

要だという理屈はちょっと理解できないん

ですが、その辺はどう考えておられますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど一例を申し上げたつもりなんです

けれども、やはり、我々は75歳以上の後期

高齢化率についても島本町さんよりも高い

のかなというふうに理解をしています。先

ほど生活の必要性に応じまして、自己判断

といたしまして購入いただいている方もお

られるのかなというふうに理解はしていま

すが、実際問題で我々として制度を運営す

るときに、どれぐらいの予算規模でやって

いかなあかんのかということを十分に考え

ていかなあかんことも一方ではございます。

先ほども申し上げましたが、実態としまし

て他市町村、特に大阪府だと思うんですけ

れども、どれぐらいの対象の方が利用され

ているかということも先ほどちょっと見て

みないと駄目なのかなということも申し上

げましたので、その辺をもう一度調べさせ

ていただきたいというふうに思ってござい

ます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 
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  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  どれだけの高齢者が補聴器の購入を希望

しているかということを調査するというこ

とですが、来年度から実施ということであ

れば早急にその調査をしてほしいと思いま

すが、そういう調査の時期についてはいつ

というふうに考えておられますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  時期については、ほかの施策等もござい

ますので申し上げにくいところでございま

すが、しかる時期に検討してまいりたいと

思います。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  やると言いながら時期はわからない、決

めにくいということだったら、実際に調査

が行われるというような答弁になってない

と思うのでちょっと不満ですが、その辺は、

それ以上の回答はないんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  再度答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  現在、大阪府下では18市町村が実施して

いると認識してございます。先ほども何度

も申し上げていますが、各市町村の実態に

ついては詳しく調べてみないとちょっと分

かりにくいところがございます。 

  あと、優先順位ではないんですけれども、

限られた財源の中で他の御要望の施策につ

いてもございますので、その辺の取捨選択

をしながら判断してまいりたいと思ってご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  調査の時期の回答を求めたんですが、そ

れについては前の回答以上のことはないん

でしょうか。例えば今年中とか、今年度中

とか、その辺の答弁をお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  先ほど部長のほうから、調査の時期もほ

かの施策があるとのことで、いつはっきり

とは明言はされてないですけど、時期を見

てということですけれども。明確な時期に

ついては、一応もう一度答弁もらいましょ

うか。 

○４番（髙野光一君） 

  お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  時期につきましては、例えば今年度中と

か今年中とかいうのはちょっと避けたいと

は思うんですけれども、実態については議

員御指摘のとおり、これは調べないと駄目

だと思っています。他の施策もございます

ので、その兼ね合いもございますので、実

態についてはしっかりと調べながら、どの

施策をどの時期にしていくのかという判断

をさせていただきたいと思います。調査に

ついては早々にやらせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  早々という時期についてもう少し明確に
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お聞きしたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  時期的なことをお尋ねだと思うんですが、

一応データとしては今年度中にそろえてお

きたいと思っています。ただし、施策につ

きましては他のものもございますので、こ

こは取捨選択になると判断しております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  調査は今年度中に行われるという理解で

よろしいでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  はい。 

○４番（髙野光一君） 

  そうすると、調査を行った上の予算を計

上するということは、来年度は無理で再来

年度以降になるという理解でしょうか。そ

れ以上先になるということなんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、調査は今年度中にされます

ということで、それを予算に上げて施策に

するかどうかはほかの施策との兼ね合いが

あるという答弁を部長がしてますので、そ

ういう形に髙野光一議員の今の理解でいい

と思います。すぐにこの施策自体がいつの

時期になるかということはまだ未定という

ことですね。 

○４番（髙野光一君） 

  まだ未定で、ですから、次期以降の議会

でまた質問をしないといかんということで

しょうか。という理解。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  今の議員の判断でいいのではないかなと

思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  ということは、調査は今年度中にするが、

その実現を目指すということであれば次の

段階という判断になるということなので、

この場では答えがなかったという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  ちょっとお答えになるかわからないんで

すけれども、先ほどから申し上げてますと

おり、様々な場所で私どもの部に対する施

策についての御要望もいただいてございま

す。その一つとして、今回議員から御指摘

いただいた点も踏まえまして、そこは順番

とか、早期にやらなあかんものもございま

すし、そこはちょっと判断させていただい

て検討していくということでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  なんか堂々巡りの回答のような気がする

んですが、調査は今年度する、その後につ

いては来年度以降の中で再度検討するとい

う理解でいいわけですね。 

○議長（永並 啓君） 

  先ほどから部長は、調査のほうは、現状

を把握するために調査はするというふうに

申してます。ただ、それを施策として予算

化つけて実現するかどうかはまだ分からな
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いというところの答弁を何度も同じ答弁を

ずっとされています。 

○４番（髙野光一君） 

  分かりました。そうしたら、今回のこの

助成についての回答はそういうことで理解

をしていったらいいわけですね。 

○議長（永並 啓君） 

  まず、質問をされて、調査のほうをされ

るというところですね。 

○４番（髙野光一君） 

  調査を先にやるということは申しており

ますので、それの実現が今年度中に行われ

るという理解ですね。 

○議長（永並 啓君） 

  調査のほうはですね。現状どうなってい

るかの調査はされるということですね。 

○４番（髙野光一君） 

  必要とされているか、されてないとかと

いうことも含めてですか、住民が。 

○議長（永並 啓君） 

  どこまで調査するか一度答弁させますね。 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  まず、一つ目は、各市と町の自治体の方

にどれぐらいの高齢者の方がどれぐらいの

人数がおられて、これは数字上ですので私

どもで調べられますが、実績としてどれぐ

らいの対象者の方に助成をされているかと

いうことがまず第一段と思います。その後、

助成の金額でありますとか、それぞれまち

まちのようですので、その辺の調査も要る

かなというふうに思っています。それで、

私どもがその後もし実現するとなればどれ

ぐらいの経費がかかっていくのかなという

シミュレーションも要るかなというふうに

思っています。その辺についてを今年度中

に一度調査をさせていただきたいという意

味合いでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  髙野光一議員。 

○４番（髙野光一君） 

  じゃあ、ぜひとも今年度中に実現可能に

向けての調査をお願いをしたいというふう

なことを申し上げて、私の質問を終わらせ

ていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、髙野光一議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は10時15分といたします。 

（午前10時04分 休憩） 

（午前10時15分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、内田香織議員を指名いたします。 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ２番・無所属、内田香織、議長の指名を

いただきましたので、一般質問をさせてい

ただきます。 

  すみません、初めてですので緊張してお

りますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  １番、児童の放課後の居場所について質

問させていただきます。 

  現在、共働き世代の増加や核家族化、独

り親家族が進む中で、放課後に子どもたち

が安心して過ごせる居場所の需要はますま

す高まっていると思います。 

  豊能町では、留守家庭児童育成室以外の

児童は放課後は近隣の公園や道路などで遊

ぶ姿が見られます。若しくは家の中で過ご

しているのでしょうが、多くはゲームや動

画視聴などの画面を見る遊びに依存してい
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ると思われます。育成室利用の親からも、

その行為をさせないために育成室に入れて

いるとお聞きしたこともあります。保護者

からも、学校帰りの子どもが安心して過ご

せる居場所が欲しいという声を多くいただ

いております。体力低下の面もありますし、

本町の放課後の居場所づくりについてお伺

いします。 

  一つ目、育成室の利用状況と課題につい

てお聞きします。 

  現状の登録児童数、職員体制、また来年

度義務教育学校になったときの育成室の体

制について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、留守家庭児童育成室を利用してい

る児童数は、光風台育成室35人、東ときわ

台育成室30人、吉川育成室26人、東能勢育

成室13人の合計104人です。 

  職員体制につきましては、教育委員会の

こども育成課に担当者１人を配置し、各育

成室に勤務する会計年度任用職員合計29名

を任用しています。なお、この会計年度任

用職員につきましては、主たる勤務先のほ

か別の育成室に場合によっては勤務するこ

ともあります。なお、三季休業中など、現

状の職員数で見守り体制が確保できない場

合はシルバー人材センターと契約し、放課

後児童支援員による見守りを補助する人材

の派遣を受けています。 

  義務教育学校になったときの体制でござ

いますが、来年４月の義務教育学校開校に

合わせて、西地区はとよの西留守家庭児童

育成室、東はとよの東留守家庭児童育成室

に再編いたします。 

  利用定員は、とよの西が100人、とよの東

が30人の予定です。 

  とよの西留守家庭児童育成室につきまし

ては、大勢の児童が利用することが見込ま

れることから、児童をおおむね１・２年生

の低学年グループと３年生以上の高学年グ

ループに分けて見守りを行うことを予定を

しています。なお、このグループ分けにつ

きましては、実際に運用が始まって、子ど

もの様子を見ながら随時変更を行う予定で

考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  私は、実は学校の支援員もしておりまし

たし、学童の支援員もしていましたので大

体は承知しております。 

  来年度100人というところの問題なんです

けど、現場の先生たちも100人を今の支援員

の人数で見るのはとても難しいという思い

を持っていらっしゃいます。というところ

で、私は育成室だけに頼るのではなくて、

放課後子どもたちが遊べる豊能町ではわく

わく教室というのがあると思うんですけれ

ども、そういう放課後に校庭などで遊べる

わくわく教室をもっと充実してほしいと思

っています。 

  なので、次は、現在４小学校のわくわく

の状況はどうなっているかお聞かせくださ

い。また、見守り体制についてもお聞かせ

ください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、町内の四つの小学校において、わ

くわく教室を実施しています。このわくわ

く教室の実施状況は、学校によって違いは

ありますが、令和６年度の実績においては、

一番多い学校では年間50回程度実施してい

ます。 
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  活動の実施に当たっては、子どもの安全

管理面に配慮するため、安全管理員・見守

り員を配置しています。安全管理員は、基

本的に地域学校協働活動推進員と放課後居

場所づくりの補佐員で行っています。人員

が足りないときは、６名の地域学校協働活

動推進員で協力し合ったり、留守家庭児童

育成室の支援員とも連携し合ったりする。

また、学校の中でボランティアの方にお願

いをしてお手伝いをしていただいたりとい

う形で現在のところは確保しているところ

でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  わくわくは多いところで50回ほど、私が

吉川小学校のほうに行っていたときは、わ

くわくは登下校がすごい寂しいところを通

るのでばらばらの下校ができないというこ

ともあって、わくわくは数回です。そんな

ところで、吉川小学校の子は外で遊ぶ機会

がとても少ないです。朝の遊ぶ機会もとて

も少ないんですけれども、そんなので、来

年度、小中学校が一緒になったときはわく

わくの頻度をもっと上げてほしいと思って

います。平日毎日、長期休暇も含めしてい

ただけましたら、育成室のほうの利用者が

減らせるのではないかと考えています。と

いうのも、育成室に入っている高学年、６

年生まで受入れ可能としていますが、平日

の高学年というのはほとんど来ない子が多

いです。なぜ育成室に入れてるかというと、

長期休み、夏休み、冬休み、春休みにどう

しても一日中お留守番させることは心配と

いう親御さんがいるので、育成室にそれだ

けの人数が入っていると思います。なので、

わくわくをもっと充実させていただけまし

たら、大体４年生ぐらいの児童は育成室に

行かなくてもよいのではないかと考えます。 

  わくわくの時間帯ですね。基本的に放課

後は学校の先生たちの仕事の対象外になり

ますので、地域の人材によるところを頼ら

ないといけないと思っています。しかしな

がら、豊能町には様々な団体があることを

私は知っておりまして、例えば９月に開催

する「ふれあいのつどい」などでは、社協

に登録している団体、民生・児童委員、生

育協など協力いただいて交流ができている

と思います。そういったところの人たちに、

今後学校のほうにも目を向けていただいて

サポートしていただくようお願いをしたい

と思って、私はいるのですけど、教育委員

会のほうでそういった募集なりはできない

でしょうか。見守りの募集方法について広

報とよのとか、あと掲示板などを利用して

広くお知らせすることはできないでしょう

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  本町におけるわくわく教室は、大阪府教

育委員会が教育コミュニティづくり推進事

業の一環として実施するおおさか元気広場

の活動として実施しています。この事業の

枠組みにおいては、基本的に先ほど申し上

げましたとおり、わくわくの運営は地域学

校協働活動推進員の皆さんであるとか、放

課後居場所づくりの補佐員あるいはボラン

ティア活動をしていただいている皆さんの

活動により実施しています。 

  それで、毎日運営するとなると、やはり、

この人員の確保というのが一番の課題にな

るというふうに考えています。 

  一方、現在令和８年４月の義務教育学校

の開校に向けて、地域とともに学校をどう

していくかについて学校運営協議会、これ
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は今開校に向けてどのような準備が必要な

のかというところを中心に意見交換や情報

共有あるいは協議を行っております。 

  今後、来年４月以降、本格的に学校運営

協議会として運営することになり、その活

動内容について、今現在どうしていくかと

いうところについて議論をしているところ

です。来年度は、学校運営協議会と実際に

学校活動の支援を行う地域学校協働本部、

これが連携・協働した取組を実施する方向

で今現在検討しているところです。現在ま

だ立ち上がっていない検討段階なのですが、

その中で放課後の居場所づくりをどうして

いくかということについては議論をしてい

きたいと考えております。 

  先ほどの人員確保につきましては、いた

だいたそういう例えば一般に広く募集する

というところも含めて、今後、地域学校協

働本部の中で考えていきたいというふうに

思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  豊中とか箕面市とかでは、わくわくのよ

うな利用拡大はしておりますので、ぜひ豊

能町でもお願いしたいと思います。 

  次なんですけど、放課後遊んでいる子ど

もの状況でちょっと補足なんですけど、育

成室に入っていない子どもたちは公園で遊

んでいるんですね。私はときわ台なので、

そちらのほうの情報でちょっと一部あった

のでお知らせしたいんですけれども、子ど

もの居場所である公園について、ときわ台

４丁目、通称さんかく公園と言っているん

ですけど、池田銀行の前にある小さい公園

なんです。そこは通学路としても使用して

いる公園でして、現在５丁目登校班の集合

場所でもあります。６丁目登校班も通学路

として公園内を歩いて通過しているんです

ね。来年度は小中一貫校になったときも、

さらに２から４丁目登校班が集合場所とし

て使用する可能性があります。ほかに放課

後、休日、児童問わず小さな未就学児の子

どもたちもよく利用している公園です。な

んですが、とても草がボーボーなんですね。

この間、先週の日曜日にも行ったんですけ

ど、多分腰下ぐらいまで草が伸びていると

ころもあったりして、もう少しきれいにな

らないかなというところなんです。ただ、

そこは聞くと、ときわ台自治会が公園管理

をしているということで、老人会かな、し

てるらしいんですけれども、ときわ台の老

人会はとても80代とか90代の方が多くて、

とても草刈りできる状況ではないんですね。

なので、豊能町として、そういう利用頻度

の高い公園からの管理を要望したいのです

が、どうでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。 

  それでは、お答えいたします。 

  まず、町内の公園の概要について簡単に

述べさせていただきます。 

  本町の公園はトータルで40か所ほどあり

ます。あと、緑地も含めますと80か所以上

ございます。その中でその公園緑地の草刈

りというのは毎年必ず必要となるというこ

となんですが、財政事情もございまして、

業者に委託している公園というのは光風台

の２丁目公園、いわゆる光風台中央公園と

呼んでる大きな規模の公園、面積で言いま

すと１ヘクタール程度以上の公園を対象に

委託のほうを進めております。このため、

それ以外の小さな公園、面積で言うと1,000

平米から2,000平米程度の公園については、

おおむね直営で順番に除草、あと樹木の剪
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定のほうを行っておりまして、一部街路樹

の剪定なども実施しております。ただ、毎

年公園のこの除草については梅雨頃ぐらい

には除草を行っているというところなんで

すが、近年除草が終わったとしても、また

雨の降り方が異常で伸びが早くて、夏頃に

はまた伸びてきているという状況で、すぐ

にまた２回目をやっていかないといけない

という、そんな状況が続いているという状

況です。 

  議員御質問のときわ台４丁目の公園のほ

うの管理についてですが、先ほど議員のほ

うからもありましたとおり、当初は、もと

もとは低木とか除草を本町の職員の直営の

ほうで行っておりまして、樹木のほうです

ね、藤棚、高いところの作業をときわ台自

治会の老人会のほうでできる範囲でこれま

では行っていただいておりました。ただ、

その後、４年ほど前なんですが、老人会の

ほうでは、要は高いところの高所での作業

が難しくなってきたということで、除草等

のほうに変更できないかという御相談がご

ざいました。それを踏まえまして、それ以

降、公園内の樹木の剪定、藤棚、要は高い

ところを本町のほうが、除草のほうはとき

わ台の老人会のほうで年２回ほどお願いし

ていただいたというところですが、昨年老

人会の方のお一人が体調不良で、その方を

中心にやっていたということもありまして、

除草清掃が難しくなってきたということで

連絡がありましたので、予算の残金を使っ

て急遽去年は業者のほうに委託したという

経緯がございます。近年、人件費、燃料費

とか材料などが大幅に上がっております。

1.2倍から1.5倍ほどですね。ただ、財政状

況が厳しいので、除草・剪定に係る予算と

いうのは常にずっと一緒というところです

ので、ちょっとなかなか委託するのも難し

いというところがございます。 

  議員のほうからも利用頻度の高い公園に

ついて、もうちょっと回数を増やしたりと

かできないかという御指摘ですが、それを

もしやるとなると、そういう形で頻度の高

い公園を中心に進めていくと、直営でやる

人員等の関係でどうしてもそれ以外の公園

が回数が減ったりとか、そういった可能性

が出てくるのかなと思いますので、そうな

ると近隣住民のほうからのなぜこの公園の

除草の数が減ったんだとか、そういった御

意見等をいただくことになろうかなと思っ

ておりますので、そういったことも踏まえ

て、予算はもう決まっておりますし、人員

も決まっておりますので、今後どういう形

で除草等を進めていけばよいか関係する自

治会さんとかＮＰＯ法人とか、できたら議

員さんも含めて一緒に検討いただけたらと

いうふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  財政難というのも承知しておりますので、

住民と力を合わせて子どもたちのマダニ被

害やヘビ被害を防ぎたいと思います。 

  じゃあ、次に行きまして、もう一つ子ど

もの居場所として放課後デイサービスとい

うのがあるんですけれども、これは障害の

ある就学児の生活能力の向上や社会参加の

促進を支援する福祉サービスの施設であり

ますけれども、本町に放課後デイの設置の

考えはないですかということなんですが、

既に一つ第２わととさんというのがあるの

は知っております。ただ、第２わととだけ

ですと近隣の箕面森町とか川西、能勢の子

どもたちが来ていて、豊能町の子がもう入

れないということも聞いております。豊能

町のほうでそういう放課後デイの設置の考



 3－15 

えはありませんか、お聞きします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど議員からございましたとおり、放

課後等デイサービスにつきましては、児童

福祉法に位置づけられた支援サービスでご

ざいます。 

  具体的には、学校に就学している支援を

必要とする障害があったり発達に課題があ

る児童に対しまして、個々の障害の状態や

発達の状況、障害の特性等に応じた発達上

のニーズに合わせて本人への発達支援を行

うほか、子どもの発達の基盤となる家族へ

の支援を行うことを目的として実施されて

ございます。 

  本町内におきましては、放課後等デイサ

ービスを実施する事業、御案内がございま

したけれども吉川に１か所ございまして、

小学校１年生から高校３年生までの障害を

お持ちの児童への支援を行っておられます。

従前はもう１か所別の事業所が本町内にご

ざいましたが、現在は１か所となってござ

います。 

  町内に事業所を増やす予定があるかとい

う御質問なんですけれども、現在のところ

私どものほうで放課後等デイサービス事業

を行う開設の情報については得ておりませ

ん。加えまして、町が設置する、若しくは

誘致する予定は今のところはございません

けれども、もし町内に開設を御希望されま

す事業所がございましたら、私どもの町の

状況等につきまして御案内させていただき

たいというふうに思ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  本町の場合、学校ではインクルーシブ教

育で様々な子どもが一緒に学んでいるんで

すけれども、学校内では支援担だとか支援

員の補助を受けながら学んでる、重度じゃ

ない支援学校に行かなくても普通学校で支

援を受ければ学べるという配慮が必要な子

もいらっしゃいます。そういう子たちは育

成室に入っていることが多いですね。配慮

が必要な子が育成室に行くと、学校で頑張

っているので育成室に行く放課後はもうと

っても疲れている状態で、その発散を出せ

て外で遊べたらいいんですけど、なかなか

外で遊べない状況、雨が降ったりだとか、

高学年が帰るまではお部屋でねってなった

りすると大暴れしたりするんですね。そう

いうところで支援員の少ない育成室で大勢

の子を一緒に見守るというのはちょっと危

険なことも多々ありますので、先ほどの育

成室とわくわく、放課後デイ、その三つの

ところで上手にすみ分けして、子どもたち

を見守れたらいいなと思っておりますので、

どうぞ御検討をお願いいたします。 

  あと、もう一つ気になっていることがあ

りまして、不登校の子どもさんなんですけ

れども、不登校の子どもさんも増加してい

ると思います。不登校は怠けではなくて、

多くが環境とか心身の負担、家庭の状況な

ど複数の要因が重なって起きると言われて

います。 

  実際に私の周りでも友達関係や先生との

相性に悩んだ子がいたり、集団行動が苦手

な発達特性のある子、大きな音が苦手とい

う感覚が敏感な子といった子が最近は多く

見られます。子どもたち自身ではどうにも

ならない状況になっています。また、保護

者も自分のせいなのかなとかといった感じ

で自分を責めたり、あと仕事の両立に精神
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的・経済的な負担が生じています。そうい

った不登校の家庭の解決問題にもわくわく

とか子どもたちの居場所の整備というのは

本当に必要だと思っていますので、高齢で

豊能町では子どもが少ないですけれども、

ぜひその少ない子どもたちの居場所づくり

のために力添えください。 

  続きまして、２番目にいきます。 

  公民館のデジタル化による利用促進と利

便性の向上についてお伺いします。 

  豊能町には、サークル活動、社会教育団

体など多くあります。そのような活動は地

域の学びや交流の場として重要な役割を担

っています。多くが公民館、学校の運動場、

体育館を利用していますが、利用申込方法

や体育館などの鍵の管理など運用が依然と

して紙や窓口中心で申込受付が行われてお

り、特に働く世代や子育て世代にとっては

利用しづらい面もあります。 

  近年では、ＬＩＮＥなど身近なツールで

行政サービスを簡単に予約・申請できる仕

組みやスマートロックを用いた無人開閉管

理などデジタル技術の活用も広がっている

と承知しておりますが、過去の記録を見る

と豊能町でも既にスマートロックを導入し

ていた事実を知りました。その使用した結

果として、操作の複雑さ耐久性、ランニン

グコストなどもろもろ考慮して導入しない

という結果になったということもちょっと

お聞きしました。そのいきさつも含め、今、

公民館における予約の方法、利用申込、鍵

の管理など現状について教えていただけま

すか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、西公民館の予約につきましては、

使用日の３か月前の月の第２火曜日午後２

時から第４火曜日の午後９時までの間に仮

予約をしていただき、仮予約の翌月の初日

から５日以内に本申請をしていただいてお

ります。公民館の各部屋の管理は鍵で施錠

をしておりまして、鍵の受渡しにつきまし

ては、使用日に使用料を入金していただい

た後に鍵の受渡しを行い、使用後に鍵の返

却をしていただいています。中央公民館に

は仮予約という制度はなく、２か月前から

同様に申請を受けております。 

  一方、学校開放におきましては、まず学

校開放による会議で学校をいつ使用するか

という割当を決めた上で利用者が使用する

日に、特に西地区の学校につきましては西

公民館に鍵ボックスを設置しておりまして、

その鍵ボックスに学校の校門とか体育館の

鍵を取りにきます。鍵ボックスは暗証番号

により施錠しているために、番号を入力し

て鍵を取り出すということになっておりま

す。 

  東地区の学校開放におきましては、24時

間待機しております本町の役場の警備員の

ところに鍵を預けておりますので、その警

備員に申し出ていただいて、鍵を受け取っ

て学校を使用するという形になっておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  光風台の公園がスマートロックをしてい

て、今は南京錠を使用しているということ

なんですけれども、スマートロックをやめ

た理由をちょっと教えていただいてもいい

ですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 
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  お答えいたします。 

  まず、この公園の中のスマート南京錠の

ほうですが、デジタル田園都市国家構想交

付金、いわゆるデジ田というものを活用し

まして、光風台中央公園、正式には光風台

２丁目公園といいますが、その再整備をす

るに当たりましてＫＰＩということで目標

設定を定めるんですが、利用者数とか満足

度、そういったものを定めるのともう一つ、

デジ田と呼ばれますのでデジタルを活用し

た公園とするということで、そういう必要

性がありましたので光風台中央公園につき

ましてもデジタルを活用したものとなって

おります。 

  そのデジタルを活用したシステムの中身

を申しますと、Ｗｉ－Ｆｉ設備、あとイベ

ント用にはなるんですがキッチンカーなど

のための電源、非常用のためにも使う電源

装置ですね。それから、人流分析をするた

めにＡＩカメラをつけております。それか

ら、先ほど議員のほうからもありましたス

マート南京錠です。 

  このスマート南京錠の導入に当たりまし

ては、公園の倉庫の中に机とか椅子とかテ

ントがありまして、その中のものを取り出

すための鍵の受渡しが不用であったり、あ

と鍵の複製のリスクも防止できるという点

などから、公園の利便性向上・効率化等に

つながるという点で当時デジ田に関わって

いる、設計会社のほうからの推奨もありま

したので採用したというところです。 

  ただ、スマート南京錠を使っているとき

に、先ほども議員のほうからありましたと

おり費用面がありまして、実際はその公園

を整備した会社のほうが二、三年は払って

いただいたので本町のほうの負担はなかっ

たんですが、実際は月額１万2,000円税抜き

でランニングがかかるということと、あと、

加えて電池交換の頻度が大体約２年と短い

ということと、あと新しく物を買うのに

6,500円ぐらい税抜きで費用がかかるといっ

たところがございました。 

  あと、もう一点が、イベントの前日若し

くは当日の鍵の開錠方法について、町のほ

うの仕事用のイベント用の携帯電話を本町

では持っておりませんので、解除するには

町の公園担当の職員の個人の携帯端末から

ロック解除用のＱＲコードを配付するとい

った、そういった作業が必要になるという

ことで、それも問題というところと、あと

最後に利用するほうなんですが、そのＱＲ

コードを自身のスマートフォンで読み取っ

て解除していくということで、デジタルに

慣れてない方の場合どのように対応してい

くかといった、そういった問題もあるのか

なということで、最終的には取りやめたと

いうところでございます。 

  あと、現在は先ほども議員からあったと

おりアナログですが南京錠の番号錠でロッ

クしておりまして、イベント関係者、代表

者には番号を事前に教えて運用していただ

いているというところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  豊能町にしてみたらちょっとハイテク過

ぎたのかなと思っています。やっぱり、財

政難のところでランニングコストがかかっ

てまで利便性を求めるつもりはないんです

けれども、ただ、野間口の体育館、無償貸

与しているＮＰＯ法人の運営方法をお聞き

しましたら、ランニングコストがかからな

い方法だったりとか、予約がホームページ

から空き状況を確認して予約フォームから

予約利用時間や暗証番号をメールでお知ら

せというようなアナログとハイテクの間を
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使った運用をしているみたいなので、もし

よかったらそういうところのを参考に、豊

能町の業者さんですし、ぜひ同じようなシ

ステムというか方法を取り入れながら、な

るべく若い人の利便性も求めてしていただ

けることを望みます。 

  次に行きますね、３番目、とよの西学園

職員駐車場について、昨日もいろいろお話

は伺いまして、豊能町の財政難は本当に、

財政難と人員不足というのをもうずっと聞

いてきて、もうこれ以上追求するのも本当

に心苦しいとは思っているんですが、現在、

小学校・中学校・育成室の職員さんが来年

小中一貫校に勤務するに当たりまして、特

に中学校の先生なんかは夜遅くまでいらっ

しゃると思うんですけれども、育成室の先

生も大体７時ぐらいまでいますが、そうい

う方たちがもし車を使わないでバス通勤を

した場合、豊能町はその時間はバスがある

のでしょうか、お伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  小中学校の先生の最終退勤時間は学校に

よって多少の違いはありますが、定時が午

後４時50分の退勤の学校が多いです。実際

の退勤時間はおおむね午後７時前後という

ふうにお伺いしておりますが、特に行事や

テストの繁忙期には午後８時、９時のとき

もあるというふうに伺っています。育成室

の支援員におきましても、先ほどおっしゃ

られたとおり通常の開室日の退勤時刻は午

後７時15分になりますが、月１回程度は会

議等々により午後８時退勤になる場合があ

ります。その際のバスによる通勤ですが、

能勢電鉄の光風台駅から支所前までのバス、

これを想定しますが、帰宅時のバスにつき

ましては、午後５時から数えると現在５本

ありまして、それに乗っていただくと例え

ば支所前から光風台駅等に行ったりできる

というふうには認識しております。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  あと、多くはこの豊能町は車通勤の方が

多いと思うんです。現在、小学校・中学校

育成室、あと給食の調理員さんの方々の車

通勤の割合というのは御存じでしょうか、

お伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  令和７年度当初の数値でございますが、

小学校の教員につきましては、132名中112

名で84.8％、育成室の支援員の方は、24名

中12名で50％、給食調理員につきましては、

26名中15名で57.7％というふうにお聞きし

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  今の勤務地から来年度の学校に変わった

場合、その方々が全部車で行くかというの

は限らないとは思うのですが、おおよそ皆

さんこれは車を持っている方ということで、

来年度も車通勤をする可能性は高いと思い

ます。ただ、今現在東ときわ台小学校に教

職員の駐車場を持ってくるということです

が、西学園から東ときわ台小学校まで、帰

り道ですね、上り徒歩で15分ほどあるんで

すけれども、歩けない距離だとは思います。

ただ、学校の先生たちの一日の働き方とい

うのを私は見てきていますし、実際私の子

どもも今年度中学校の先生として勤務した

ところなんですけれども、残業時間が100時

間を超えたと聞いています。過労死ライン
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ですよね、100時間って。多分もう先生たち

はずっと昔からそのような働き方をしてい

て、今になって働き方改革ということで早

く帰りなさいとか言っていただけるように

はなったと思うんですけれども、時間を減

らすというよりかは負担を減らしてほしい

と思ってはいるんですね。業務の軽減だと

か、本当に体力、時間の負担を減らすとい

う方向をもうちょっと考えていただきたい

というところで駐車場の遠さの負担を減ら

してあげてほしい。これは私の周りの住民

さん、特に東ときわ台の方もあまりにかわ

いそうだという御意見をたくさんいただい

ています。なので、どうか駐車場に関して

もう少し検討いただけることをお願いしま

す。 

  じゃあ最後、豊能町の東地区のサイレン

についてお伺いします。 

  私は西地区に住んでいまして、議員にな

って本庁に来ることが多くなりました。そ

のときに朝９時と正午に大きなサイレンが

鳴ってとてもびっくりしたんですね。空襲

警報かというようなぐらいちょっとびっく

りしたんですけれども、私は静かな豊能町

が大好きでずっと20年以上住んでおります

けれども、このサイレンを長年地域の方は

そういうものだと思っていらっしゃるんだ

と思いますけれども、このサイレンをなく

すんじゃなくて音を変えるとかというふう

に変わらないのかな、地域の方からの御意

見はないのかなとちょっと不思議に思った

次第ですので、サイレンについてお伺いし

ます。鳴らしてる目的とか運用に関してち

ょっとお伺いしたいと思います。お願いし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本庁におきまして、午前９時及び正午に

屋上のスピーカーから現在サイレンを鳴ら

してございます。かなり以前から実施して

いたため、詳細な経緯についてはちょっと

把握はできておりませんが、地域の住民の

方々に時間のお知らせをする時報としての

役割を果たしているのではないかと。長年

にわたり生活の一部として親しまれていた

ものと考えてございます。 

  また、過去にこのサイレンに関して住民

の意見の収集を行ったこと等は、そういう

ことはございませんが、定着は一定してい

るものと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  もしよかったらサイレンを音楽に変える

とか、吉川小学校のチャイムは鳥の音なん

ですね。それくらい静かな、あ、町歌、い

いですね。そんなような、もし検討できる

な、住民の方も御意見をお聞きして、サイ

レンの音の変更を御検討ください。 

  以上で、質問を終わらせてもらいます。

ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、内田香織議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

（午前11時01分 休憩） 

（午前11時15分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  それでは、議長より御指名をいただきま
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したので、これより一般質問を始めます。 

  通告どおり、まず初めに、50年後を見据

えた人口減少と交付税措置の減少リスクを

踏まえた財政運営について質問いたします。 

  本町は、現在過疎地に指定されておりま

して、人口減少と高齢化が現在進んでおり

ます。今後50年後、本町の人口構造は現在

とは全く違うものになるという状況が予測

されます。全国的にも人口減少が進んでお

りますが、今後、本町の50年後を見据えた

地方交付税の減少リスクについては、人口

が減少しますとその分行政費目の需用が減

少するとみなされ、結果として、地方交付

税の算定基礎が大きく縮小する可能性が高

くなります。 

  50年後を見据えますと、これまで本町の

財政を支えてきている地方交付税や過疎債

などの交付税措置を伴う起債制度も全国的

な人口減少に伴い、50年後を見据えますと

今後これらの制度も縮小、見直しが進む可

能性も懸念され、地方財政を取り巻く環境

は今以上に厳しくなると見込まれておりま

す。国の財政も非常に厳しい状況でありま

すが、本町として将来の人口減少と交付税

措置の縮小リスクについて今後どのように

備えるのかということを考えていくことも

一方で大切なことだと思います。 

  現在、学校の統廃合や本町の50年後を見

据えた公共施設の再編を進めておりますが、

今後50年というこの中長期的な視点から本

町の財政運営や公共施設の維持管理の方向

性について検討していくことが重要だと考

えます。本町の50年後の人口減少に伴う地

方交付税や普通交付税の算定基礎となる人

口、面積、児童生徒数などが減少した場合、

町の財政運営にどのような影響があると考

えているのか伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  本町では、人口減少や少子高齢化が進ん

でおり、人口は平成７年度のピークを境に

減少に転じております。令和５年度に公表

された国立社会保障・人口問題研究所の人

口推計によりますと、令和17年では１万

2,812人、令和32年には7,516人まで減少す

る見込みであることが示されております。 

  このように継続する人口減少も踏まえ豊

能町総合まちづくり計画では、令和13年度

の人口を１万5,000人で維持し続けることを

目指しております。 

  また、地方交付税と臨時財政対策債を合

算した額については、令和６年度決算額は

約28億9,000万円で、10年前の平成26年度決

算の約21億1,000万円と比較しますと約７億

7,000万円増加しておりますが、今後は人口

の減少に伴う削減、あるいは国や地方交付

税の財源不足による削減や要件の変更は十

分に考えられる状況にあります。 

  本町といたしましては、小中一貫校施設

整備事業や公共施設再編整備事業などを進

めていく中で、このままの財政状況が継続

すれば将来の世代に大きな負担を背負わせ、

真に必要となる事業等への十分な資源の配

分ができなくなるおそれがあることから、

本年７月に豊能町新たな行財政改革推進計

画を策定し、可能な限り基金の取崩しに頼

らない持続可能な財政運営を目指していき

たいと考えております。 

  将来、令和32年には7,500人程度になると

いう推計が出ておりますが、６年度の決算

で見ますと、例えば能勢町さんは約人口は

9,000人ぐらいと表示しているんですが、

7,500にいく過程の自治体をこう見た場合、

そこの標準財政規模で決算を比較しますと、

本町は今令和６年度の標準財政規模、この

標準財政規模というのは、通常収入が見込
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まれる経常的な一般財源の規模でよく使わ

れている指標でございますが、本町は令和

６年度では51億1,100万円の標準的な経常一

般財源、収入があるという算定が出ており

ます。 

  一方、能勢町で比較しますと、能勢町は

約9,000人ぐらいの人口規模なんですが38億

1,700万円と、本町と比べて12億、約13億低

い経常的な収入ということの数字が出てご

ざいます。なので、財政規模は縮小してい

くということが想定されるわけですが、そ

れに併せて本町の財政規模もやっぱり縮小

していく取組が必要になってくるというこ

とです。 

  これに合わせて地方交付税も当然減って

いくということが見込まれます。ちなみに

本町の令和６年度の地方交付税総額は31億

1,200万円でございますが、能勢町さんでは

26億8,000万円と約４億3,200万円少ない状

況がございますので、能勢町が将来の豊能

町の通過点とすれば地方交付税も当然減っ

ていくと。ただ、町でも同じように、本町

では令和６年度15億6,500万円の決算が出て

おりますが、能勢町さんでいいますと、町

の在り方が違うので一概には同じように比

較はできないんですが10億2,300万円と、本

町より５億4,200万円少ない町税となってご

ざいますので、交付税も町税も少ない。こ

れはもう財政規模は少ないからというよう

なことが見込まれるのかなと思っておりま

すが、将来、行財政改革で今取り組んでお

りますけど、人口規模等々に応じた財政規

模に改めていく、見直していく必要がある

のかなと、そのように考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  今、部長の答弁にありましたけれども、

令和32年に人口推計上、本町は7,516人まで

減少するということで、令和６年度の本町

の標準財政規模が51億に対して能勢町は38

億と、地方交付税も含めると、やはり能勢

町と比較すると人口規模が減少することで

標準財政規模も減少していることと、地方

交付税も当然町税も減少しているというこ

とで、先ほど部長の答弁で１万5,000人を人

口維持を目指すということですけれども、

これは人口が維持できたら今の状態が続く

と思うんですけれども、令和32年の7,516人

まで減ってきた場合にそういうことも一方

で、その場合は本町のまちづくりをどうし

ていくのかということを今のうちから検討

していくことが非常に大事なことだと思い

ます。 

  本町は高齢化が進んでおりますので、今

後、人口全体に占める高齢化率もどんどん

高くなるということが予測されております。

そのため、今後社会保障費の増大も予測さ

れますし、道路などのインフラの老朽化対

策にも巨額の費用が必要になります。更新

投資の財源確保など、将来リスクに備える

ための対策を推進していく必要があると思

いますが、近年、全国の自治体では中長期

の財政シミュレーションを作成し、人口減

少や公共施設の老朽化、交付税縮小を同時

に見通す動きが広がっております。 

  現在、学校の統廃合や50年先を見据えた

公共施設の再編などを進めておりますけれ

ども、単年度や10年単位でなく50年間の中

長期的な財政持続性を示すことが重要なこ

とだと考えます。町として50年間の中長期

的な財政シミュレーションを作成し、公開

する考えはあるのか伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  人口減少、高齢化などがもたらす将来課
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題が市町村の中長期的財政収支にどのよう

な影響を与えるのかの分析を行うとともに、

その対応策としてさらなる広域連携や行財

政改革の推進など必要な取組について検討

を行うために、町村ですか、市町村を対象

として、令和４年度から中長期の財政シミ

ュレーションを大阪府と共同作成をしてご

ざいます。これは、直近の決算に基づき、

人口推計や経済成長率等を用いて15年間分

の歳入歳出を推計しているものでございま

す。 

  令和６年度に作成した本町の中長期財政

シミュレーションは、令和５年度決算をベ

ースに作成したものでございますが、大阪

府のホームページにおきまして公表されて

おり、本町のホームページからもリンクを

貼って見れるようにしてございます。 

  この財政シミュレーションでは、人口減

少に伴う税収減、社会保障費の増などによ

り、厳しい推計結果となっております。令

和14年度には財政調整基金がほぼ枯渇し、

収支額が３億7,000万円の赤字となり、以降

も収支額が赤字となるシミュレーションと

なってございます。本町は、人口分布は東

西に分かれている地理的要因、また人口急

増期に整備した公共施設をほぼそのままの

施設規模で維持してきたことから、人件費

や維持管理費などが運営経費の大きな負担

となってございます。 

  御指摘いただいている50年間の中長期的

な財政シミュレーションにつきましては、

今後の人口推計や経済成長率、地方交付税

を含む国の施策の動向等が不透明であるこ

とから、大阪府と共同で作成している現在

の中長期財政シミュレーションを注視しな

がら、今後は現在取り組んでおります学校

施設の統合・再編、西地区の認定こども園

の民営化など、公共施設再編等により人件

費や維持管理費を圧縮するなど、行財政改

革を進めていきながら将来にわたる持続可

能な財政運営に努めていきたいと考えてご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  こういう財政シミュレーションは大阪府

と今連携して確かにされてますけれども、

15年間ということですけれども、やはり15

年間であっても状況をシミュレーションを

作成して公表することで本当により多くの

人に本町の財政状況を知ってもらえますし、

どのような方向性に向かっていくべきかと

いうこともわかってくると思うんですね。

50年というのは確かに長いかもしれません

けれども、今町長が50年後を見据えた公共

施設の再編ということで進められてますの

で、やはり、本町の人口減少、令和32年に

約7,000人まで減るということですけれども、

それに、その状況も一方でしっかりとそう

ならないように人口を維持していく努力は

していかないといけませんが、全国的にも

人口減少しておりますので、本町だけが爆

発的に増えるというのは難しい状況だと思

うんですね。ですので、やはり、今後50年

間で人口も減ってくるかもしれませんけれ

ども、また施設の老朽化とか、道路の老朽

化もそうですし、施設の一斉更新というこ

ともまた出てくると思うんですね。そのと

きまた人口が7,000人まで減ってくるという

ことが同じタイミングで重なってくること

も懸念されると思います。そうなると先ほ

ど部長の答弁でもありましたように、現状

でもかなり本町の財政状況は大阪府と共同

で出しているシミュレーションでもかなり

厳しい状況にあるということはわかってい

るんですけれども、この50年の間で令和32

年に約7,000人まで減少して、そして、施設

の老朽化とか一斉更新ということが同じタ
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イミングで重なってくることも懸念される

んですけれども、この場合は相当財政運営

が本当に厳しくなってくると予測されます。

このような場合のシミュレーションも今後

の試算に含めるべきだと考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申しました中長期財政シミュレー

ションでは、直近の施設再編の整備事業も

加味して推計はしてございます。計画上明

らかになっているといいますか、そういう

ものは反映した計画で更新をしているとい

うことでございます。その上で15年間の推

計を見ているということですので、計画上

明らかになっている大きな事業というのは

一定反映した上での推計となってございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  今のところ15年間の人口推計でシミュレ

ーションということですけれども、今後50

年というところを見据えた公共施設の再編

ですので、15年間ではなく20年30年と長期

間の人口推計も把握しながら、この公共施

設の再編について検討していってほしいと

思います。 

  次の質問なんですけれども、この公共施

設再編と維持管理費、更新費用は将来世代

の負担となりますが、公共施設再編を進め

る中で、整備費だけでなく維持管理・更新

費が将来の財政負担を圧迫することが懸念

されます。本町の50年後を見据えたとき、

人口減少に伴い交付税措置が減少していく

ことが懸念される中で、公共施設の維持管

理費をどのように抑制させていくのか。複

合化、民間活用など具体的な方向性につい

て伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  平成29年３月に策定し、令和６年３月に

改定いたしました豊能町公共施設等総合管

理計画では、本町の今後の33年間の公共施

設に係る整備費用の総額は373億1,000万円

で、単純に平均すると１年当たりの負担額

は約11億3,000万円となってございます。本

町の財政状況を考慮すると、年間11億3,000

万円の支出を33年間に負担することは不可

能であり、結果として、町が現在所有する

公共施設をそのままの規模で維持し続ける

ことは非常に困難であると認識しておりま

す。 

  この計画は、現在の公共施設をそのまま

維持したらという想定で集約もせずにとい

う、そのような場合は多額の費用がかかる

ということで試算してございます。人口が

急速に増加し、約２万7,000人であった時期

に整備された公共施設をそのまま維持する

ことは、本町の人口規模的にも現在の財政

状況から見ても、財政運営上適切であると

は思ってございません。そこで、本町の人

口規模や財政規模に見合った施設規模の適

正化を図る必要があると考えてございます。 

  令和５年６月に豊能町公共施設再編に関

する基本方針を策定したところですが、基

本的な考え方として、一つは人口減少や財

政規模に応じた施設規模の適正化を図るこ

と。二つ目は、統廃合や複合化を視野に入

れた施設の有効活用を図ること。三つ目は、

持続可能なまちづくりに向けた施設整備を

図ることを大きく三つを柱としてございま

す。 
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  公共施設の統廃合や複合化に係る施設面

積の削減幅と整備の更新費用はおおむね比

例関係にあることから、自治体としての公

共サービスの維持を確保しつつ、中長期的

な財政負担の観点から施設の必要性や管理

運営方法を検討しながら公共施設再編整備

を進めていき、持続可能な財政運営を維持

していくことが必要であると考えてござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  今の公共施設を維持した場合は、年間11

億の支出で33年間ですか、33年間で約300億

ほどの費用がかかるということで、これは

本当に本町は人口が今高齢化も進んでます

し、本当にもう困難というか不可能なこと

だと思いますので、今、公共施設の再編も

検討しておりますけれども、学校も統廃合

を進めておりますけれども、その中でどれ

だけ年間の財政効果が出るのかとか、11億

の支出がどれだけ減少していくのかという

ところも今後の中長期的な人口減少に伴う

地方交付税の措置の減少リスクもあります

ので、中長期財政シミュレーションの作成

とか、維持管理費の見える化ですね。先ほ

ど11億を年間支出しているということです

けど、これがどれだけ抑制されていくのか

というところの見える化も進めて、本町の

持続可能なまちづくりを進めていただきた

いと思いますので、そのような取組をお願

いいたします。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  次に、高齢化に伴う公共施設のバリアフ

リー化について質問します。 

  本町では、大阪府トップの高齢化率50％

であり、公共施設の利用者の多くが高齢者

となってきております。しかし、本町の公

共施設では、手すりの未整備やトイレのバ

リアフリー化が遅れている施設、駐車場か

ら入り口までの動線が安全とは言えない施

設などが依然として存在し、高齢者でふだ

んの日常生活で膝が悪くてつえを使用して

いる住民の方から、坂道が厳しく公共施設

に手すりがないから行きたいのに行けない

という声が多数寄せられております。 

  高齢化が進む本町の公共施設は、秋祭り

などの地域の集いや福祉拠点となり、住民

の皆さんが安全・安心して利用できること

が求められます。本町の今後の高齢化に対

応したバリアフリー化の推進は急務だと考

えます。 

  本町では、大阪府トップの高齢化率50％

であり、住民の日常生活の中で公共施設を

利用する際に段差や階段、トイレが不便、

膝が悪いため坂が厳しいなど、不便さを訴

える声が増えております。 

  先日、希望ケ丘の高齢の住民の方より、

地域の秋祭りなどの地域の集いの拠点であ

るスポーツ広場に向かう際の坂に手すりを

設置してほしいと相談を受けております。

公共施設は、地域の集い、避難、福祉活動

の拠点であります。スポーツ広場の町の今

後のバリアフリー化への取組について伺い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  スポーツ広場の現在の利用状況は、サッ

カーや野球、ソフトボール、グラウンドゴ

ルフなどが主なものとなっています。また、

議員がおっしゃられるとおり秋祭りなど、

地域の集いにも使われています。また、地

域の方へ一部グラウンドの開放を行ってい

たりもしています。 

  手すりの設置につきましては、スポーツ

広場の利用者の状況であるとか、その必要
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性を考えていくことが必要というふうに考

えておりますが、一方で、敷地内に希望ケ

丘の自治会館が併設されております。そう

いった点も含めまして、今後のバリアフリ

ー化につきましては、自治会の方々とも協

議してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  確かにスポーツ広場に自治会館が隣接し

ておりますので、希望ケ丘の自治会の皆さ

んにもバリアフリー化の取組について御意

見とかお話を伺ってほしいと思います。 

  バリアフリー化には一定の改修費が必要

になります。スポーツ振興くじ助成金事業

を活用し、例えば大阪市では、此花スポー

ツセンターのトイレを一新し、ユニバーサ

ルデザインバリアフリー対応を行っていま

す。豊中市でも、豊島公園野球場大規模改

修に活用しています。国・府の補助制度も

積極的に活用する必要がありますが、町と

して、これらの支援制度をどのように活用

していくのかを伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  スポーツ振興くじ助成金は、独立行政法

人日本スポーツ振興センターがスポーツく

じの収益を財源として、豊かなスポーツ環

境の整備を推進することを目的として、地

方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツ

活動に対して助成をしているものです。 

  スポーツ振興くじ助成金は、大規模スポ

ーツ施設整備助成や地域スポーツ施設整備

助成など、様々なメニューがあります。そ

のうち地域スポーツ施設整備助成について

は、市町村の所有するスポーツ施設の改修

事業などを対象としたスポーツ施設等整備

事業などがあり、教育委員会でも活用の検

討をしています。ただ、当該助成対象事業

には、例えば1,000万円以上の整備が必要で

あるとか、一度助成を受けると３年間は同

一助成事業を申請できないであるとか、そ

の内容によって様々な条件があります。今

後、先ほどのスポーツ広場であるとか、本

町のシートスなど、本町の体育施設につい

ても計画的に整備を行う必要があると考え

ていますが、整備の際にはこのような助成

金についても有効に活用していきたいと考

えています。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  このスポーツ振興くじ助成金事業は、ま

た他市でも皆さん有効活用しておりますの

で、本町でも体育館の整備とかスポーツ施

設の整備の際に有効活用して、利用しやす

い施設にしてほしいと思います。 

  先ほどのスポーツ広場の手すりの坂なん

ですけどね、ここは坂道が急で特に雨天の

ときとか、つえをついて荷物を持っている

高齢の方にとっては大変ちょっと危ないと

きもあります。この利用する高齢者の住民

の方々から、本当にもう90歳とかでつえが

ないと歩けないし、そういう年齢層の方が

希望ケ丘にもたくさんいらっしゃるんです

ね。ですので、やはり秋祭りとかで利用し

ますし、当然自治会館も隣接しております

けれども、このスポーツ広場の手すりの設

置に向けた検討は今年度中にどこまで進め

られるのか、仮に本年度難しい場合、来年

度予算の計上を前提とした検討をしていく

のか、町の見通しをお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 



 3－26 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほどと同様の答弁になりますが、手す

りの設置につきましては、スポーツ広場の

利用者の状況であるとか、その必要性、そ

れから自治会館等も自治会の方々とも含め

て今後協議してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  スポーツ広場の手すりの設置などは、施

設のバリアフリー化の中でも比較的低コス

トで効果が高い施策だと思います。それに

よって誰もが使いやすい公共施設になると

思います。日常生活を送る住民の安心・安

全に関わることですので、手すりがなくて

坂で転んで骨折するなど、何かけがや事故

が起きてからでは手後れになると思います

ので、大阪府でも本当に高齢化率が高い本

町において、今後、公共施設のバリアフリ

ー化はふだん利用する住民の皆さんの安

心・安全のため、また、けがや事故などの

危険を回避するためにも急務の課題である

と思います。現在、公共施設再編も検討し

て進めておりますが、住民の皆さんが安全

で安心して集まって活動できる施設にする

ためのバリアフリー化の取組の推進を求め、

この質問は終わります。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  次に、交通空白地帯の解消と箕面森町地

区センターへのバスの運行について質問し

ます。 

  本町では、近年、人口減少や運転手不足

を背景に公共交通の減便が続いております。

箕面森町地区センターまで、特に東地域に

お住まいの方はバスとかデマンドタクシー

しかないので、箕面森町地区センターまで

乗り入れると買物や通院などのアクセスが

大きく広がり、町民にとっても非常に利便

性が高くなってきます。現在は本町も高齢

化が進み、今後運転免許を返納する住民の

方など移動手段を持たない高齢者や通学す

る学生の不便さが顕著になってきておりま

す。公共交通の減便によって、各地域でど

の程度の影響が生じているのか、町として

の現状認識について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  今年４月の阪急バスのダイヤ改正におき

まして、北大阪ネオポリス線、東能勢線、

豊能西線の全ての路線で減便となり、主に

朝夕の時間帯が減便となっております。ま

た、余野から切畑の間、あるいは余野から

牧の間のバス停については廃止となってい

る状況でございます。 

  減便後の乗客数の状況でございますが、

箕面萱野駅系統では、１日当たりの乗客数

が減便前の279名から減便後の10月平均では

232名、約17％の減少、池田駅系統では、減

便前の197名から減便後の10月平均では153

名の約22％の減少となっておりますが、１

便当たりの乗客数では、箕面萱野系統では

9.3名から11.6名になっております。また、

池田駅系統が７名から9.6名と、１便当たり

の乗降客数は増加となっている状況です。 

  また、阪急バスの減便に伴う移動手段の

確保等につきましては、デマンドタクシー

の時刻改正を同時に行っております。 

  デマンドタクシーの利用状況でございま

すが、ダイヤ改正後は、バス停の廃止とな

った地区においては利用が大幅に増えてい

る状況でございます。また、他の区間にお

いても利用が増加している状況であります

が、東西間の移動の利用については大きな

変化は現在のところは見られておらない状

況です。バス停の廃止となった地区を主に
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運行している東地区デマンドタクシーの利

用が大幅に増えており、代替交通としての

御利用は少しはしていただけているのかな

ということで考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  減便になったけれども、１便当たりは増

えてるということですけど、それでも全体

的にはやはり減便になって利用者も減少し

ているということで、減便になって利用者

が減って、また減便になっていくという、

ちょっと負のスパイラルにこれから入って

いかないのかどうかというところを非常に

懸念しているんですけれども、特に東地域

の住民の方は電車もありませんのでバスし

かない、バスとデマンドタクシーなんです

けれども。今までは運転免許を持ってて自

分で自家用車で運転される年齢層の方が多

いと思うんですけれども、今後５年10年し

ますと運転免許を返納する方が増えてくる

ということが予測されます。運転免許を返

納したときですね、東地域の住民の方は本

当にバスかデマンドタクシーしかなくなる

んですけれども、その際に今交通空白地帯

とか交通空白時間というのがありますけれ

ども、特に東地域の住民の方からよく御相

談を受けるのは、箕面森町地区センターま

で行けるようにしてほしいという多数の声

が寄せられております。箕面森町地区セン

ターはスーパーや医療などが集まる拠点で

あり、あと本町の豊能町民も多くの人が利

用しております。以前運行していた東西バ

スを運行して箕面森町地区センターへ乗り

入れることについて、町の検討状況と今後

の方向性を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  東西バスの運行につきましては、平成23

年から運行を行っておりました。当時の利

用状況といたしましては、利用者数が１便

当たり３名程度と少なく、収支率も10％と

低いことから、平成26年に運行を終了して

おります。現在はスーパーができるなどの

箕面森町への移動需要は高まっているもの

の、人口減少が進んでいることから東西バ

スの運行は難しく、予約に応じて運行する

現在の東西デマンドタクシーが需要に適し

た交通モードであると考えております。 

  箕面森町から箕面萱野駅の便に乗り継ぐ

ための移動手段でございますが、路線バス

で行うとしますと新たな路線の新設、ある

いは新たな乗務員の確保の問題があり難し

いと思われます。また、現状の路線を往復

便に変更するとなると、現状の乗務員での

運行を想定した場合、現在の路線のさらな

る減便廃止を伴うものになると考えられま

す。町で運行しております東西デマンドタ

クシーで行うとしますと、現状路線バスの

少ない時間帯で、箕面森町地区、森町地区

センター、中止々呂美までの往復を行って

いるため、現時点でさらなる増便を行うと

箕面森町、止々呂美から以北のバス路線の

利用数がさらなる減少につながり、これは

路線バスの利用者の減少ということでござ

いますが、減便・廃止となるおそれもござ

います。往復便の増便となれば、交通事業

者からすれば路線バスの廃線を検討された

場合には既に代替交通手段が確保されてい

ると、そのように判断され路線バスの廃線

につながる可能性もございますので、現時

点では往復便などの増便をすることは難し

いのではと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 
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  本町では減便になって利用者が減ってて、

デマンドタクシーの予約も利用しにくいと

か、いろいろなちょっと不便さを訴える声

を最近よく伺うんですけれども、その中で

やっぱり交通空白地帯とか、交通空白時間

に対する代替交通の導入というところも新

しく検討していく必要があると思うんです

ね。やっぱり、不便で利用しにくいとます

ます利用しなくなってきて、利用者の減少

から収入が減少して、それで、また減便に

なって、それで廃線していくと。さらにま

た利用者が減っていくという、本当に負の

スパイラルに入っていかないかどうかとい

うことを非常に心配しているんですけれど

も、長野県の松本市では、行政が路線バス

の新しい制度設計をして、効率的な路線の

再編とか運賃体系を、これは行政が設計し

て、民間事業者が運行業務やサービス提供

を行い、将来にわたり市民の足を持続可能

なものにする公設民営方式を進めています。

全国的にも本町のようにもう利用者が年々

減少しているのが路線バス事業の今の問題

になっているんですけれども、民間事業者

だけで路線バスを維持するのが非常に困難

な状況になっているというのは全国各地で

同じ問題を抱えております。その中で、皆

さんどこの自治体も新しい取組をすること

で、市民の足を持続可能なものにするとい

う取組をされています。特に路線バスを民

間事業者だけで利用者が減ってきて維持す

ることが困難なので、行政が多額の補塡を

しているということで、先ほど申しました

ように利用者の減少で収入が減少していっ

て減便になって、最悪の場合は廃線になる、

また利用者が減るというこの負のスパイラ

ルに陥らないように、この長野県の松本市

では公設民営方式を取り入れてます。また、

小型ＥＶバスなどを地域の実情に合わせた

交通の仕組みが進んでいます。 

  本町も公設民営方式で、先ほど東西バス

はちょっと難しいという話でしたけれども、

東西バスとかハニタスを運行する仕組みを

検討するべき段階に来ていると考えますが、

交通空白時間、交通空白地帯の解消に向け

て、今後どのように検討して取り組んでい

くのか伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  松本市の事例につきましては、利用者の

減少により民間事業者だけではバス事業を

維持していくことが難しいことから、複数

の事業者のバスを市が取りまとめて、重複

路線の統合等を行ったものと認識してござ

います。 

  本町におきましては、主要な路線が他市

に跨っておりますので、松本市のような公

設民営方式での路線再編等を行うのは困難

であると思ってございます。 

  ＡＩオンデマンド交通の運行につきまし

ては、システムに係る経費、運転手を常時

確保する必要があり、人件費負担が非常に

大きく、収支率も低く、財政負担の状況か

らは難しいと考えてございます。また、乗

用タクシーに近い運行形態であるため、タ

クシーとのすみ分けが難しい、事業者の理

解を得ることがなかなか難しいのではない

かと考えてございます。現状では公設民営

方式で新たな交通モードを導入するのでは

なく、今ある路線バスの利用をしていただ

き、維持・確保を行っていくための施策に

取り組んでいく必要があると考えてござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  確かに松本市と本町の状況は違いますけ
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れども、この松本市は路線バスや市営バス、

タウンスニーカー、地域バス、西部地域コ

ミュニティバスとかなりのバスが走ってお

りまして、これも公設民営方式でやってる

んですけれども、本町は先ほど部長の答弁

にありましたけど、確かに交通網が他市に

跨ってますので、特に東地区の住民の要望

で多いのが箕面森町まで行けるようにして

ほしいということなんですけれども、この

箕面森町は地理的に豊能町民の生活圏と重

なり、連携によるメリットは大きい地域な

ので、今後の広域的な交通連携の方向性や

協議状況について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  箕面森町地区センターは、スーパーの利

用などの箕面森町への移動需要は高まって

いるものの、人口減少が進んでいることか

ら東西バスの運行は難しく、予約に応じて

運行する現在の東西デマンドタクシーが需

要に適した交通モードと考えてございます。 

  これは箕面市との連携が必要になってく

ると思われるんですが、箕面市からすれば

メリットがあまり得られない、考えられな

いのかなと思っておりますので、その点も

課題であるというふうに認識してございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  箕面森町の住民の方も本町の公共施設も

利用してますので、今後、広域的な連携と

いう交通連携についても協議をしていって

ほしいと思います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、寺脇直子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は13時といたします。 

（午後０時04分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西美江議員を指名いたします。 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  １番・大阪維新の会、西美江、議長より

御指名いただきましたので、御質問させて

いただきます。 

  最近よく耳にしますのがデジタルトラン

スフォーメーション、略してＤＸでござい

ます。企業だけでなく、お店や学校、病院

など、私たちの身近な場所もデジタルによ

って大きく変わろうとしております。 

  そして、その一番の原動力となっていま

すのがＣｈａｔＧＰＴをはじめとするＡＩ、

人工知能でございます。本町におきまして

も、人口減少や高齢化が進む中で行政サー

ビスを維持・向上させていくためには、Ｄ

ＸそしてＡＩの活用は避けて通れない課題

であると私は考えております。 

  そこで、本日の一般質問では、次の３点

について伺ってまいります。 

  一つ目、役場業務へのＡＩ導入の考え方

について、二つ目、町の公共交通減少対策

について、三つ目、空き家対策の現状と今

後の方向性につきまして、以上３点、町の

前向きな御答弁を期待いたしまして、質問

に入らせていただきます。皆様どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

  では、早速質問に入らせていただきます。 

  町は、豊能町役場及び支所等への生成Ａ

Ｉ導入についてどのように考えておられま

すでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  生成ＡＩとは、与えられた条件に応じて

新たな文章や画像などを生成するものと総

称されており、会話型ＡＩ、翻訳ＡＩ、画

像生成ＡＩなどの様々な種類のものを生成

することができるようになっており、現在

注目を集めている技術と認識しております。

とりわけ人口減少と労働力不足という構造

的な課題がある中、限られた人材や財源で

行政サービスを維持可能な形で提供してい

くためには、ＡＩなどの新たなテクノロジ

ーの活用が必要不可欠であると考えており

ます。 

  そうした中で、本町におきましてもＡＩ

活用の取組を一部では始めており、ＡＩ音

声認識システムを活用して、会議の音声を

自動で文字に起こし、発言内容を記録・整

理することで、会議後の議事録作成作業な

どを効率化するツールとして、一部ですが

活用しているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  詳しく御説明ありがとうございます。 

  豊能町が生成ＡＩを導入した場合、町は

どのようなメリットとデメリットを想定さ

れていますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  生成ＡＩ活用のメリットといたしまして

は、例えば会話型ＡＩに限って見ますと、

文書作成やアイデアなどの支援をしてくれ

ることで職員の労力が節約され、空いた時

間を専門的な仕事に集中することができる

と考えています。また、大量のデータの処

理を分析できることもＡＩ活用のメリット

と考えているところです。 

  一方で、デメリットとしては、個人情報

等を入力してしまうと、それを学習したＡ

Ｉが情報を漏えいしてしまうといったリス

ク、著作権の侵害、出力された情報の正確

性・信憑性の欠如などのデメリットもある

と一般的には言われておりまして、慎重な

運用が求められているところです。 

  こうしたデメリットはあるものの、生成

ＡＩは職員の働き方を変え、行政サービス

を効率的にする可能性を秘めたツールであ

ると認識しておりますので、国において策

定が進められておりますガイドラインなど

を踏まえ、リスクを低減させ、より正確で

信憑性の高い情報提供に配慮し、職員が生

成ＡＩを適切に活用できる環境を構築でき

るよう、引き続き生成ＡＩの様々な機能や

データの活用について調査研究していきた

いと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  引き続き研究等よろしくお願いいたしま

す。 

  では、豊能町では、これまで生成ＡＩに

関しまして、試験的又は試行的に活用しよ

うとしたことはございますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨年度にはなるんですが、都市建設部の

目標設定の中でこの無料版の生成ＡＩ、先

ほど議員からありましたとおりＣｈａｔＧ

ＰＴですね、試験的に使用したということ

です。具体的には会議で使用したボイスレ
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コーダーの音声データを議事録を作成する

ためのツールとして使用したというところ

です。あと、ほかには、ある条例制定に向

けまして、国とか府の法令、ガイドライン、

あと市町村の条例を事前に学習させまして、

新たな条例をつくるなどの試みを昨年度行

いました。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  では、その試みの結果なんですけど、ど

のように評価をされていますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、会議録作成につきましては、先ほ

ども答弁したとおり過去のボイスレコーダ

ー、これまでのボイスレコーダーに残って

るデータを使いまして、そこから文字起こ

しというシステムを使った形の、そこでま

ずワードの文章をつくるんですが、それか

ら生成ＡＩ、ＣｈａｔＧＰＴを使いまして、

当時は旧モデルのＣｈａｔＧＰＴ４という

ものを使ったんですが、それを使いまして

議事録を作成したというところです。それ

で、過去のデータですので過去の議事録等

を比較検証しながら、若干ずれ等々いろい

ろありますので何回か学習させれば、それ

なりにいろいろこちらが思うようなレベル

まで向上はしてくれるのかなというふうに

考えております。 

  あと、無料版で試験というか試行をさせ

ていただいたので、文字起こしのそのデー

タ、文字数とかあとデータ量が多い場合は、

その日のうちの読み込みがもう今日はここ

までというような形で使用不可となりまし

て、何日間か、数日間やらないと結果が出

ないと、そういった問題が出てきました。

こういったことから個人的な見解ではある

んですが、生成ＡＩの活用は大変議員から

もありましたとおり便利で仕事の効率化に

もつながるのかなというふうに考えており

ますが、情報漏えいなど、そのセキュリテ

ィの観点などを踏まえると、有料版の採用

も含めてもう少し検討が必要ではないかな

というふうに考えております。ただ、この

昨年の試験的に行いました取組については、

本町のほうで土木と建築職員を対象にした

技術研修会というのを毎年行っておりまし

て、今年度は第１回を10月、第２回を11月

に行っているんですが、この技術研修会の

場でその使い方とか、あと課題などについ

て説明させていただいております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  ＡＩを試験、試行されておりますこと、

とても心強く感じております。今後、有料

版の試験、試行に移行できますことを強く

願っております。 

  本町におきまして、人口減少と高齢化が

確実に進行していく中で、限られた職員数

でより多くの住民サービスを維持向上させ

ていくためには、業務効率化が不可欠であ

ります。その有効な手段の一つとして、生

成ＡＩの導入は必須であると私は考えてお

ります。 

  実際、総務省の調査によれば、令和５年

度12月の時点で、都道府県51.1％が既に生

成ＡＩを導入済みとのことです。先ほど御

説明にもありましたように、主な活用場面

は文章作成、住民の皆様からの問合せ対応、

データ分析など多岐にわたります。自治体

の規模によって効果の大きさは異なります
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が、導入事例では、１人当たり年間数百時

間も業務削減が可能とされており、浮いた

時間を住民の皆様に直接向き合う業務や新

たな政策立案などに再配置できる大きな余

地が生まれるとされております。 

  私自身この人材の再配置による新たな可

能性、これに非常に大きな期待を抱いてお

ります。この人材の再配置による新たな可

能性が次の質問で、解決の一助になり得る

のか、質問を通して可能性を探っていきた

いと思います。 

  では、続きまして、２問目に入らせてい

ただきます。 

  今後、町の公共交通減少の対策について

の質問に入らせていただきます。 

  阪急バスの大幅な減便により、町内の公

共交通手段が減少しております。特に高齢

者の皆様をはじめ、運転免許を返納された

方々の町内移動が困難な状況になりつつあ

ります。町は今後、この町内移動の問題に

対してどのような対策をお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  阪急バスが４月に行いましたダイヤ改正

の減便・廃止につきましては、生産年齢人

口の減少、コロナ禍による利用者数の減少

による収支悪化の影響でバス幹線などの減

便が続いておりましたが、今回の減便の要

因といたしましては深刻な運転士不足によ

るものであり、それぞれの要因に対して対

策を行っていく必要があると考えておりま

す。 

  まず、運転士不足の対策といたしまして

は全国的な問題となっており、国、都道府

県、事業者において各種施策を講じている

ものの、働き方改革関連法の施行に伴う

2024年問題もあり、厳しい状況が続いてお

ります。 

  町の施策といたしましては、令和６年度

より、府外から転入し交通事業者へ就職し

た方へ移住就職支援金を加算する制度をつ

くりましたが、現在のところ実績はござい

ません。 

  また、今年６月定例会議で一般会計補正

予算をお認めいただきました運転士確保対

策事業といたしまして、町内公共交通事業

者に運転士として就業された方に対して地

域公共交通運転士就職支援補助金の交付、

また、運転士就職支援補助金の交付を受け

ている方が賃貸住宅に居住し、家賃を支払

っている場合にはその借上げに係る賃料の

補助金の交付を令和７年10月から行ってお

ります。 

  本町だけの取組では不十分と考えてます

ので、本制度が近隣市町に広がるよう連携

すると同時に、阪急バス、京都タクシーの

就職説明会や応募時などに御案内をいただ

き、周知を図っていき、乗務員の確保に努

めてまいりたいと思っております。 

  また、運転手確保の取組への財政支援措

置を引き続き国・府へも要望してまいりた

いと考えております。 

  利用者の減少の対策といたしましては、

運転免許返納者への移動支援として、９月

より、４月以降に65歳以上の方で自主返納

された方に、阪急バスのグランドパス、ハ

ニカカードのチャージ、京都タクシーの回

数券の購入に係る費用の一部を補助する制

度を実施し、地域公共交通の利用促進を図

っております。 

  また、高校生の通学補助等もやってござ

います。定期購入費の２分の１の補助、鉄

道のみの場合は年額２万円、これは西の地

区の方のことでございますが、東地区につ

いてはバス年額３万円の上限です。これも

間接的には交通事業者の支援となるのかな
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と思ってございます。あと、また阪急バス

のグランドパスの購入費も１万円が上限と。

阪急ハニカチャージのチャージ、あるいは

京タク回数券の6,000円上限というような制

度も行ってございますので、これも間接的

には交通事業者への支援につながるものと

思ってございます。 

  あと、移動手段の確保につきましては、

地域公共交通機関の代替にはなりませんが

補完的な移動手段といたしまして、コミュ

ニティカーシェアリングの導入を考えてご

ざいます。今年度につきましては、10月26

日に保健福祉センターで、また同月の30日

には本庁におきましてコミュニティカーシ

ェアリングの導入に向けて講演を一般社団

法人日本カーシェアリング協会の代表理事

の方に行っていただきました。今後につき

ましては、テスト運行の導入までいけたら

いいんですが、それに向けて引き続き取り

組んでまいりたいと思っております。 

  公共交通を今後も維持していくためには、

まず何よりも今の現在の公共交通を利用し

ていただくことが重要と考えております。

利用数の減少によりさらなる減便となり、

さらなる利用者の減少という負のスパイラ

ルに陥らないよう、地域公共交通の利用者

への利用の周知や、利用してもらうための

補完的なコミュニティカーシェアリングな

どの施策を行ってまいりたいと考えてござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  私は、運転手不足と予算不足が大きな障

壁となっていると認識しております。以前

と同水準の利便性を確保するということは、

確かに現実的に難しい面があるかと存じま

す。しかし、免許を返納された方も、最低

限町内を移動できる手段を確保することは、

豊能町が取り組むべき最優先の課題の一つ

であると考えています。 

  一つの提案としてお伺いしたいのですが、

現在、バス事業者におきまして運転手の成

り手が極めて少ない状況にあると伺ってお

ります。先ほど申し上げましたＡＩ導入に

よる役場内の業務を大幅に削減することで

必要人員を適正化し、浮いた人材を再配置

することはできないでしょうか。具体的に

は、役場職員の方に公用車等を運転してい

ただきまして、町内の移動支援に充てると

いう方法です。このような方法は可能でし

ょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問では運転手はハニタス号の運転手

に再配置という御質問でしたので、そのよ

うな想定でお答えいたしますが、ハニタス

の車両の運転につきましては、普通免許証

での運転となりますので、普通免許を所持

している職員が運転することは可能ではあ

りますが、タクシーなどのように旅客を乗

せて有償旅客運送を行う場合には合わせて

二種免許が必要となります。庁内で二種免

許を所持している職員は、現状でいいます

と会計年度職員１名が所持している状況で

はあります。 

  また、バス、タクシー事業者の運行が難

しい交通空白地域におきましては、市町村

が登録を受けて、自家用車を実費相当分の

対価で運行を行う場合は二種免許は不要で

すが、一種免許での運行となりますが、本

町におきましてはバス、タクシー事業者が

運行を行っておりますので、交通空白地有

償運送を行うためには、阪急バスあるいは

京都タクシーと路線区域の調整をする必要
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がございます。営業区域が重複するような

運行となれば、路線の廃止あるいは交通事

業者の撤退にもつながるおそれがあり、現

時点での導入は難しいのではないかと考え

ております。 

  ＡＩで職員が余剰とは言えませんが、業

務が効率化すれば、確かに運転手に回す人

員が出てくる可能性はございます。ですが、

先ほども申しました運行に係る課題もござ

いますので、将来そういう可能性は排除は

できないのかなと思ってございますので、

そういうことも含めて生成ＡＩを有効に活

用して、将来に向けて効率的な利活用を図

っていければと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  このような考え方であれば、新たな人員

確保や多額の予算を必要とせず、既存の資

源を最大限に活用しながら、人手不足と予

算不足という二つの課題に同時に合理的に

対応できると考えております。今、豊能町

が持っている資源を徹底的に洗い出しまし

て、その中で何ができるのか、行政と議会

が共に知恵を出し合う。そうした発想の転

換こそが、これからますます重要になって

くると私は確信しております。 

  では、次に３問目に入らせていただきま

す。空き家対策の問題ですね。 

  2025年№606号広報とよの掲載、12ページ、

令和７年11月29日、大阪市立難波市民学習

センター、空き家対策セミナー開催のお知

らせを拝見いたしました。 

  このセミナーに豊能町在住の方は何名行

かれたんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  11月29日に大阪の住まい活性化フォーラ

ム主催の空き家対策セミナーが開催されて

おります。この大阪の住まいの活性化フォ

ーラムにつきましては、既存住宅の流通や

リフォーム、リノベーション市場の活性化

を図り、府民の住生活の向上と大阪の地域

力や安全の向上につながる取組を進めるた

めに、民間団体事業者あるいは公的団体に

より設立された団体でございます。正会員

といたしましては、令和５年７月現在でリ

フォームや建築、住宅、金融関係などの団

体が17団体、賛助会員といたしまして、令

和７年７月現在でありますが64の民間企業、

団体が登録されております。また特別会員

として、大阪府下全市町村が入会している

団体となってございます。 

  11月29日に開催された空き家対策セミナ

ーでございますが、定員先着50名に対しま

して豊能町からの参加者はなかったと、こ

れは事務局である、大阪府が事務局をやっ

てるんですが、そこに確認をしている状況

でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  難波での開催となりますと距離的に遠く、

行きたくても行けない方がいらっしゃるん

じゃないかなと思い今回質問させていただ

きました。また、広報誌への掲載に至った

経緯につきましても、ただいま御説明いた

だき承知いたしました。 

  空き家対策解決問題の鍵は、家の所有者

がお元気なうちに一日でも早く対策に動き

出していただくことです。そのためには何

よりもまず知ってもらう、このことが優先

的だと私は考えます。 

  次の問題です。現在、各地域で開催され

ております空き家対策セミナーにおいて提
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供されている内容を町民の皆様が理解しや

すい冊子などの形にまとめ上げ、広報誌な

どと合わせて全世帯に配布することにより、

空き家対策に関する知識の普及を図る御検

討はおありでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  空き家対策セミナー～住まいの終活～に

つきましては、「どうなる？どうする？？

私たちの空き家」をテーマに行われました。 

  セミナーの内容といたしましては、空き

家問題の基本、維持管理、相続の関係、空

き家の活用、空き家の活用の事例、住まい

の終活についてでございました。セミナー

の内容について取りまとめたものなどを情

報提供していただけないのかと事務局であ

る大阪府へ問い合わせましたところ、セミ

ナーの内容を取りまとめて情報提供する予

定はないとのことでしたので、今回冊子に

まとめて全戸配布するのは難しいと考えて

ございます。 

  空き家対策につきましては、全国でも空

き家が増えており大きな社会問題となって

ございます。今年11月18日には佐賀県佐賀

関で発生した大規模火災でも約170棟のうち

約70棟が空き家と見られるとの情報もござ

いました。空き家は適正に管理せずに放置

したままになると資産価値も下がり、防

災・防犯、また衛生や景観面からも地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと考え

てございます。放置空き家を発生させない

ためにも、住まいを相続した方が判断しや

すくなるように、あらかじめ住まいの将来

を家族で話し合う機会が必要と思われます

ので、このようなセミナーが開催される情

報を引き続き広報誌などを通じて周知する

とともに、ＮＰＯ法人豊能町ふるさと協議

会、住まいの相談窓口、関係団体と連携し

ながら空き家を解消し、これが人口増につ

ながればという考えのもと取り組んでまい

りたいと思ってございます。 

  それで、本町の空き家の対策で総務部と

して取り組んでいるところの事業でござい

ますが、空き家の活用の促進事業の補助金

を取り組んでございます。対象者は空き家

バンクの登録者であって、補助金の交付を

受けた日から引き続き２年以上の空き家バ

ンクの登録の意思を持つ方を対象に補助を

してございます。 

  補助の対象経費については、家財道具の

収集運搬及び処分の代行者への委託料、あ

るいは分別作業代行業者への委託料、ある

いは運搬車両の賃借料、あるいはその処分

の手数料などを補助の対象としております。

補助率は補助対象経費の３分の２以内、た

だし、上限は10万円以内ということで取り

組んでございます。 

  実績といたしましては、令和５年度につ

きましては、４件40万円の実績がございま

した。令和６年度では、１件10万円の実績

があった状況でございます。今年度も引き

続きその取組はしてございますので、現在

のところ３件程度を見込んでいるというと

ころでございます。 

  また、空き家バンクの活用促進事業の補

助金といたしましてリフォームの補助金を

してございます。対象者については、違法

に建築されていない空き家を豊能町空き家

バンクに登録され賃借されている方、居住

目的で豊能町空き家バンクに登録されてい

る空き家を購入し、申請日から３年以上継

続して本町に居住する意思を有している方

でございます。 

  補助の対象の工事といたしましては、住

宅の居住性を良好にするための増改築及び

修繕工事、また住宅の機能向上のための修
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繕工事を対象としてございます。 

  補助の額については、補助対象工事に要

した費用の２分の１、上限30万円として補

助してございます。 

  実績でございますが、令和６年度は実績

はございませんでした。令和７年度につい

ては、１件を見込んでいる状況でございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  御説明ありがとうございます。 

  次の質問です。 

  豊能町のほうでは、令和５年度から空き

家の除去補助金についても実施されている

と思います。今年度で３年目ですが、実績

はどうでしたでしょうか。また、どのよう

に評価されておりますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、都市建設部のほうで、議員からの

御質問のとおり豊能町住宅建替促進事業の

一環として空き家の除去補助を行っており

ます。この補助金交付事業を行うことで、

この空き家問題の解決の糸口になればとい

うことで進めさせていただいております。

議員からもありましたとおり、今年度で３

年目に入るということで、初年度の令和５

年度は４件の空き家、家屋の除去申請があ

りまして、そのうち４件全て新たな住宅が

建設されております。 

  昨年の令和６年度ですが、予算５件分に

対して、１件申請取下げが途中でありまし

たので最終４件の申請となっておりまして、

この家屋除去の申請がありました４件全て

また新たに新築されております。 

  あと今年度、令和７年度ですが、現在も

進行中なんですが、11月末時点で５件分の

申請が出ております。そして、現時点では

この家屋除去が完了して、新築工事に向け

て動いている物件もあれば、現在家屋除去

の工事を行っている物件など様々でござい

まして、この３年間の状況を踏まえると成

果はあったのではないかということで評価

しております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  豊能町におきまして、この半年ほどで建

物の解体工事や新築工事が目に見えて増え

ていると私は感じております。知り合いの

不動産業者に確認しましたところ、物価上

昇や建築資材の価格高騰により、近隣市に

比べて土地価格が比較的抑えられておりま

す本町で新築を建築される方が増えている

とのことでした。私自身、大変喜ばしい流

れだと感じております。この動きの背景に

は、町の魅力発信や移住定住促進策をはじ

めとする行政の皆様の御尽力もあるものと

認識しており、感謝申し上げます。 

  一方で、空き家対策につきまして、今後

も引き続き重要な課題であると考えており

ます。私が考える有効な対策は大きく二つ

でございます。 

  一つ、現在ある空き家について解体、建

て替えを促進し、新たに移住される方に活

用していただく。 

  二つ目、将来放置空き家を生み出さない

ための知識の普及と啓発を進める。この特

に２番目の将来の放置空き家を予防するた

めの知識、普及、啓発につきましては、町

として現在取り組まれている施策もござい

ますが、さらに具体的な事例やノウハウを

町民の皆様にも分かりやすくお伝えできる
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仕組みがあれば、より効果的ではないかと

考えております。 

  空き家対策セミナーでもありましたとお

り、空き家の管理が重要となります。豊能

町では、令和５年６月に豊能町空家等対策

計画を策定していますが、具体的に進めて

いくためには空き家の条例制定も必要では

ないかと考えます。いかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  本町におきましては、人口減少と高齢化

に伴い増加する空き家に対して、地域の活

性化や魅力向上、あと安心・安全なまちづ

くりを進めるために令和５年６月に議員の

ほうからありましたとおり豊能町空家等対

策計画を改訂しまして、その計画に基づき、

これまで管理不全空家対策、あと特定空家

対策などについて管理指導を行ってきてお

りまして、住民等からの通報があった場合

は、関係各課、具体的には建設課と環境課

がメインで動いております。その各関係各

課と協力しながら対応しておるというとこ

ろです。 

  議員御質問の空き家の条例制定について

は、ほかの議員からもいろいろ質問が出て

おったということなんですが、現在は環境

課と建設課の２課とで近隣市町の行ってい

るそういう情報収集とか、あと情報共有、

あと法的な整備を今現在行っておりまして、

もうしばらく時間を要する見込みでござい

ます。 

  なお、今後空き家の条例が制定されたと

しても、個人の財産に関する強制執行を行

う際には段階を踏んで適正な手続を行わな

いと行政側が不利な状況になるという、そ

ういったおそれもありますので慎重な対応

が必要であると考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  西美江議員。 

○１番（西 美江君） 

  環境課と建設課の２課で連携して、近隣

市町の状況や法的な整理を進めていただい

てますとのこと、しっかり取り組んでいた

だいていることがよく分かりました。 

  空き家問題は住民の生活環境にも直結し

ますので、条例制定に向けて着実に進めて

いただきますよう、引き続きよろしくお願

いいたします。 

  最後になりますが、まずは知ってもらう、

このことに力をもっと入れていただきたい

と考えます。空き家問題につきましては、

放置空き家の怖さを知っていただきまして、

豊能町の皆様とともに学びの場を広げます

ことにより、未来の豊能町の空き家、放置

空家は減らせると考えております。 

  以上で、私の一般質問は終了とさせてい

ただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、西美江議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１時50分といたします。 

（午後１時38分 休憩） 

（午後１時50分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、林和利議員を指名いたします。 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  皆さん、こんにちは。 

  議長より御指名いただきましたので、３

番・公明党、林和利の一般質問を通告のと

おりさせていただきます。 

  本会議での最後の質問になりますので、
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理事者の皆様、よろしくお願いいたします。 

  理事者の皆様におかれましては、町民の

暮らしの向上や、安心で安全なまちづくり

のため積極的なまた具体的な答弁をよろし

くお願い申し上げます。 

  我々公明党は、去る10月10日に、皆様も

御存じのとおり自公連立政権を一旦白紙と

して、これまでの関係に区切りをつけるこ

とに決めました。これまで連立与党の一員

として様々な政策を推進してきた経緯と大

きな責任があります。今後も何でも反対す

るような野党になるわけではありません。

党の理念に基づいて、政策ごとに賛成すべ

きは賛成する、是々非々の姿勢を貫いてい

きます。 

  公明党は、党再生に向け新たな一歩を踏

み出したところです。公明党には3,000人近

い地方議員が所属しており、ネットワーク

政党の力を今後も生かしていきたいと思い

ます。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  通告書１点目の前立腺がん検診費用の助

成について質問いたします。 

  一般質問で永谷前議員が５回質問され、

今回６回目となります。しつこいと思われ

ますが、よろしくお願いいたします。 

  罹患者数は近年確実に増えており、ＰＳ

Ａ検査を受けることにより早期発見、早期

治療、完治が十分可能であると言われてお

ります。 

  令和７年９月定例会議において前向きに

進めていき、令和８年度に総合的に判断し

ますとの答弁をいただいております。 

  国立がん研究センターは、令和７年11月

19日付で地域がん登録を基にした2012年か

ら2015年にがんと診断された人が５年後に

生きている割合、５年生存率を発表しまし

た。15歳から99歳では、前立腺、甲状腺、

皮膚がんが90％以上という結果もあります。 

  1993年から1996年の過去のデータでは、

前立腺がんの５年生存率は59.4％でしたが、

健康寿命が現在は延びていると思います。

これも早期発見、早期治療があったからだ

と思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  前立腺がんは、多くの場合比較的ゆっく

り進行し、生存率の比較的高い部類のがん

でございます。死亡率についての検診によ

る効果、これまでのところ明確に示されて

おらないのが実情ですが、先ほどございま

したとおり早期に発見することで治療の選

択肢が広がり、その後の日常生活への影響

を最小限に抑えることができます。 

  本町では、早期発見できる仕組みを整え

ることで適切な治療により生活の質を保ち、

安心して暮らしていくことができるよう早

期の実施に向けて努めてまいっております。

実施に当たりましては、直近の近隣市の実

施状況やがん検診の目的やメリット、デメ

リットなどの情報収集や提供を十分に行い

まして、受診される方が安心して選択でき

るよう考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  大阪府内では、大阪市、池田市、箕面市、

高槻市、茨木市など、行政区が前立腺がん

検診、ＰＳＡ検査を公費補助で実施してお

ります。大阪市では50歳、55歳、60歳、65

歳、70歳の男性市民を対象に、費用1,000円

でＰＳＡ検査を実施していると。また、箕

面市では令和８年３月31日まで、55歳、58

歳、61歳、64歳、67歳、70歳、73歳、76歳
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になる男性が対象です。そして、また、高

槻市では満50歳以上から89歳以下の男性市

民を対象に無料で実施していると。 

  実施した場合、本町において実施した場

合ですよ、本町において対象者自己負担額、

受診頻度について伺います。 

○３番（林 和利君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  実施した場合につきまして、受診頻度に

つきましては年１回になると思いますが、

財政的影響のある対象者や自己負担額につ

きましては、ただいま他市町村の御案内も

ございましたけれども、受診者や受診に対

する事務的の負担の配慮も含めまして考え

ていく必要があると思っております。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  先日、各自治会で行われた町政懇談会、

私も参加しましたけれども、そこで町長が

発表されました。豊能町の健康と福祉とい

う中で、高齢化率、大阪府トップ、すばら

しい。後期高齢者率、大阪府トップ、すご

いなと。平均寿命、大阪府トップ、これも

すごい。健康寿命がまた大阪府トップだと。

国民健康保険、後期高齢者医療ともに、特

定健康診査受診率も大阪府トップだという

結果があるというふうに町長はお話しされ

ておりました。健康意識が高い方が多く、

結果として健康寿命が高く、介護認定率が

低い結果になったとおっしゃっておりまし

た。 

  豊能町総合まちづくり計画では、いつま

でも生きがいが持てる健康寿命延伸とあり

ます。取組として生涯にわたって心身とも

に健康で過ごせるよう、健康の維持や生き

がいづくりの促進を目指す取組ですとあり

ました。健康で過ごすためにも前立腺がん

の検査について、ここで町長の答弁をお伺

いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今議員がおっしゃいましたように、大阪

府内でもトップクラスの健康寿命だという

ことで私どもも自負しております。その原

因は、やっぱり住民の方々が御自分の健康

意識が高い、イコール健康診査を受けてお

られるということで、私どもとしては今議

員もおっしゃいましたけれども、いつまで

も住み慣れた地域で自分らしく、そして健

康でお過ごしいただくということを目標に

してございます。ですので、このがん検診

一つ一つをとりましてもしっかりと私ども

でケアできるところについてはケアをさせ

ていただいて、いつまでも健康でおってい

ただくというところに軸足をつけて政策を

進めてまいりたいと思ってございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  これからも町民の皆様の健康を守るため

にも、この前立腺がんの公費助成を強く望

んでいきます。町民の皆さんも大変これは、

特に男性ですよね、望まれておりますとい

うことで、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、通告書２点目の福祉施設等

における期日前投票の実施について質問い

たします。 

  選挙は、選挙期日投票日に投票所におい
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て投票するを原則としておりますが、期日

前投票制度は、選挙期日前であっても選挙

期日と同じく投票を行うことができる。し

かし、介護施設、障害者施設、老人ホーム

施設などに入所中の場合、不在者投票指定

施設でないと投票ができない。本町におけ

る介護施設、障害者施設、老人ホーム施設

などで投票できる施設数について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  公職の選挙におきましては、選挙人が選

挙の当日に投票所で投票することを原則と

していますが、選挙期日当日、仕事や用事

などの理由により投票することができない

と見込まれる選挙人のために選挙期日の前

でも投票できるように不在者投票制度が設

けられております。その不在者投票制度の

一つに、都道府県選挙管理委員会が指定し

た病院や老人ホーム等に入院又は入所中の

選挙人がその施設内で不在者投票を行う方

法がございます。 

  本町におきましては、大阪府選挙管理委

員会の指定施設として特別養護老人ホーム

４か所が指定されている状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  大阪府の不在者投票指定施設一覧には、

近隣では豊中市、池田市、箕面市、茨木市、

高槻市などで実施されていると。また、施

設では病院、老人ホーム施設、障害者施設

で実施されております。今、部長がおっし

ゃったところなんですけれども。そして、

現在、不在者投票指定施設ではない施設に

ついて、本町としてはどのように考えてい

るか伺いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  現在、不在者投票指定施設でない町内の

施設につきましては、対象となる基準を満

たしていないと思われます。今後、基準を

満たすこととなったとき、又は町内におい

て新たな施設が設置されたときは福祉部局

とも連携を取り、適宜大阪府選挙管理委員

会に報告いたします。大阪府選挙管理委員

会において報告した施設を指定すれば、そ

の施設内で不在者投票を行うという方法が

取れると思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  障害者施設等での投票は、選挙権の保障

のために認められております。身体に重大

な障害があって投票所に行けない方にも選

挙権を行使する機会が保障されています。

本町で各施設等に、また新しいそういう施

設ができたときにでもしっかりと聞き取り

をしていただき、選挙権を行使いただける

ようお願いしたいというふうに思います。 

  それで、次は知的障害者施設での対応と

いうのはいかがなものでしょうか。 

○３番（林 和利君） 

 答弁を求めます。 

 入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申しました大阪の選挙管理委員会

が指定する施設としての基準がございます。

内容につきましては、収容人数がおおむね

30人以上の施設、あるいは身体障害者支援

施設については身体の障害者がおられる入

所施設という規定がございますので、その
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基準に合致するようになれば府の報告の上、

指定することが可能になるというように考

えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  知的障害の方の施設における投票環境の

整備というのは、入所されている方の選挙

権行使を保障する上で非常に重要な課題だ

と私は思います。原則として、今言われた

ように知的障害者施設での期日前投票の実

施は認められていないとなっておりますけ

ど、不在者投票制度を活用し、都道府県の

選挙管理委員会が施設を不在者投票施設と

して指定することで施設内での投票が可能

となる場合があると、おっしゃったとおり

です。ただし、知的障害者の入所が多い施

設については、法律の規定により指定の対

象とならない場合があるため、現状では課

題が残るというふうに言われてます。 

  もし施設内でよりスムーズに投票できる

仕組みをつくることができるとすれば、既

存の不在者投票の仕組みを最大限活用して、

利用者の特性に応じた投票支援と環境整備

を充実させることが現実的で効果的ではな

いかなというふうにも言われてます。現在、

不在者投票施設として指定されているのは、

専ら身体障害者を入所させている施設など

に限定されています。知的障害者が主たる

入所者である施設でも不在者投票が行える

ように、人権擁護のためにも今後も行政へ

の働きかけや指定基準の見直しを求める活

動を継続していきたいと私は考えておりま

すので、また、そういうときにはまたお力

添えをよろしくお願いしたいなというふう

に思います。 

  それでは、続きまして、通告書３点目の

人とペットの災害対策について質問いたし

ます。 

  環境省は、平成25年に策定した「災害時

におけるペットの救護対策ガイドライン」

を平成28年の熊本地震での経験を踏まえて

改正し、名称を「人とペットの災害対策ガ

イドライン」に変更しました。そして、各

自治体が人とペットの災害対策を検討する

際の参考にしてもらうため、各自治体に配

布されている。環境省が策定した人とペッ

トの災害対策ガイドラインの背景と目的は、

大規模災害の経験から生じた課題に対処し、

人とペットの安全と公衆衛生を確保するこ

とにあります。 

  豊能町地域防災計画（平成31年４月版）

には、132ページ、174ページに動物保護等

の実施として記されていますが、環境省の

ガイドラインに沿って作成したものか伺い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  環境省が策定いたしました「人とペット

の災害対策ガイドライン」では、これまで

の災害の事例を踏まえ、飼い主の役割や自

治体が必要とする災害対策についての考え

方が示されています。本町の地域防災計画

もこの国のガイドラインに沿って作成した

ものと認識をしております。 

  具体的には、飼い主の皆様においてはペ

ットのしつけ、健康管理、備蓄の必要性に

ついて示され、自治体においては、飼い主

の皆様への普及啓発や、獣医師会や民間団

体との連携協力などが明確化されています。 

  豊能町地域防災計画との関連性につきま

しては、平常時から備えるべき対策につい

ての意識を持っていただくため、避難所に

おける動物の適正な飼育や動物による人等

への危害の防止、また放浪動物の対策等の

必要な措置等を示しており、環境省のガイ
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ドラインの範囲内の内容としております。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  今、入江部長さんのほうからありました

けれども、環境省のガイドラインの範囲内

の内容としておりますというふうに答弁を

いただきました。 

  これは岸和田市なんですけれどもね、岸

和田市ではペット同行避難マニュアルが作

成されています。ペット防災手帳もつくら

れていると。近隣の自治体では、ペット同

行避難マニュアルを作成しております。例

えば豊中市はもうつくってる。豊中市動物

等の災害時避難行動ガイドラインをつくっ

てる。吹田市もつくってる。吹田市災害時

におけるペットの同行避難マニュアル。茨

木市もつくっております。茨木市災害時に

おけるペットの同行避難の手引き。高槻市

もつくってる。高槻市災害時におけるペッ

トの同行避難に関するマニュアル。箕面市

もつくっております。箕面市災害時におけ

るペットとの避難についてというふうにあ

ります。ここに今参考でもありますけど、

これが岸和田市はこんなにプリントアウト

したらこんな分厚い。また、岸和田市のペ

ット防災手帳というのは、これもプリント

アウトして四つ折りにしたらこうやってつ

くれるというのも岸和田市ではつくってお

ります。 

  そして、先ほどありました豊能町の地域

防災計画、それを覗いてみたら137ページ、

177ページと言いましたけれども、もうペラ

だけです。放浪動物の対策とか、動物保護

等の実施ってね。今、豊能町には飼い主さ

んが犬の登録をしてる登録数1,060頭ほどい

ます。そんなんで、そんな1,000頭もいると

いうことは1,060世帯でも、多頭飼いをして

る飼い主さんもいますのでね、そこまでは

ないと思いますけれども、それでもこうや

ってペラだけでいいのかなっていうふうに

思いますけれども、そこでお聞きします。

本町では、災害時におけるペットの同行避

難に関するマニュアルの作成はできている

んでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町では、ペットの避難のマニュアル等

は今作成はできてございません。また、避

難されたときに避難所のマニュアルの対応

マニュアルの中にペットの確認というとこ

ろは示しておりますが、先ほど、今見せて

いただきました詳細な対応マニュアルは作

成できていない状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  国がつくったガイドライン、飼い主の責

任によるペットの同行避難を原則とすると

いう基本的な考え方を基にガイドラインは

あるんですけれども、災害時の対応を円滑

に進めるための体制整備というのと行動指

針というものをまた本町でもしっかりと作

成していただきたいというふうに強く要望

いたします。 

  そして、続きまして、本町として災害時

における避難所において、ペット同行・同

伴・同室避難の対応について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  環境省のガイドラインでは、災害時のペ

ットの対応は飼い主による自助が基本と位

置づけられており、平時から災害に備える
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べき対策についての意識を持ち、ペットの

安全と健康を守るとともに、他の避難者へ

の迷惑にならないよう努めなければならな

いとされています。避難所での世話や餌の

確保、飼育場所の管理などは飼い主の責任

で行うこととなり、避難に関しては、愛護

動物であるペットは同行避難となり、避難

所内には原則入室禁止となります。 

  避難所における避難生活では、大勢の方

が限られた空間の中で共同生活を行うこと

になり、その中にはペットが苦手な方やア

レルギーの方もいらっしゃいます。そのた

めペットは屋外等のペットゾーンで管理を

していただくことを想定をしております。

避難所運営においては、まずは避難者の避

難環境の保全を図ることを最重要に置いた

上で様々な検討を行い、避難所でのペット

対応のルールづくりを考えてまいります。

また並行して、飼い主の方に対しましても、

災害時のルール等を十分に周知することも

必要であると考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  本当に災害時には何よりも人命が優先さ

れます。しかし、近年ペットは家族の一員

であるとの意識が一般的になりつつもあり

ます。大規模災害では、被災動物の野生化

による危険防止の面や動物愛護の観点、飼

い主である被災者の心のケアの観点等から

も、災害時にペット同行避難することは重

要であると考えますので、ペット同行避難

マニュアルの策定を強くお願いいたします。

そして、今後もまたこういう質問をさせて

いただきたいというふうに考えております

ので、お願いいたします。 

  それでは、通告書の４番目の学校跡地の

利活用について質問いたします。 

  豊能町学校施設跡地利活用に関する基本

方針（素案）には、「運動場については建

築物に該当せず、建築基準法上の用途制限

等を受けないため、学校施設としての用途

廃止後も継続して利用することは可能であ

るが、学校施設開放事業によるものではな

いため、改めて運営方法等について検討す

るものとする。」とあります。どのような

運営方法が考えられるのか伺いたいと思い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  豊能町学校施設跡地利活用に関する基本

方針（案）では、地域活動の継続の項目の

中で、義務教育学校が整備され、学校施設

としての用途が廃止される来年４月以降は、

具体的な利活用が始まるまでは利用できな

いこととなっております。学校施設として

の用途が廃止された後は、具体的な利活用

までには一定の期間を要するため、例えば

吉川小学校では市街化調整区域内の公共施

設について一定の基準の下、用途変更を可

能とする豊能町提案基準Ｂの活用について、

また、光風台小学校・東ときわ台小学校で

は、用途地域の緩和を図る制度として都市

計画法による特別用途地区の活用について、

それぞれ検討する必要があると思ってござ

います。 

  運動場につきましては、建築物に該当せ

ず、建築基準法上の用途制限等を受けない

ため学校施設としての用途廃止後も継続し

て利用することは可能でありますが、学校

施設開放事業によるものではないため、改

めて運営方法等について検討するものとし

ております。 

  どのような運営方法が考えられるのかと

いうことでございますが、具体的な運営方

法や利活用の検討はこれからでございます。
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検討には一定の期間が必要でありますので、

それまでの間、学校の維持管理や安全面へ

の配慮が十分に行えることを前提に地域に

おける様々な活動の可能性を探り、施設の

維持管理や費用の負担の在り方、施設運営

の方法なども含め検討してまいりたいと思

っております。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  運動場については、いろんなスポーツを

したり、皆さんでゲートボールやったり、

いろんなスポーツの場として大いに活用し

ていただければなというふうに思いますが、

先ほどペット災害のときにお話ししたよう

に、豊能町で飼育されている犬の登録数は

1,060頭とお伝えしました。この学校跡地の

校庭を再利用してドッグランを設置してい

る施設というのが全国的にも存在しており

ます。特に近年廃校となった学校の有効活

用として注目されていると。学校跡地の校

庭をドッグランやカフェ施設として再利用

することは、地域社会に様々な影響を与え

るこの可能性があるというふうに思います。

こんなドッグランやカフェ施設といって急

にちょっとおしゃれっぽくなりますけれど

も、そんなふうになった場合、地域社会の

地域活性化などにも可能性があるというふ

うに思いますが、その点についてお考えを

お聞かせ願えればというふうに思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  貴重な御意見ありがとうございました。 

  方針でも書いておりますが、今後、サウ

ンディングも行いまして、様々な意見を聞

いてまいりたいと思ってございますので、

その中でコミュニティ施設という検討の方

法も、一部検討の余地はあると思いますの

で、先ほど言いましたカフェとか、あるい

はドッグランもその中で有効な検討の一つ

として考えられるのであれば検討を進めて

いきたいと思っておりますが、検討はこれ

からでございますので、そのような御意見

も踏まえ検討のほうを進めていきたいと思

います。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  学校跡地の運動場、校庭の利用をしてド

ッグランとかカフェとかですね、そういう

ものでしたら私も大いに活用していきたい

というふうに思っておりますので、新しい

地域拠点となるように強く要望していきた

いというふうに思います。 

  それでは、通告書５番目の視覚障害者の

ための音声コードの利用促進についての質

問をいたします。 

  令和７年６月定例会におきまして、今後

も町内で意見交換等を行い、取り決めるも

のがあれば、そういうきっかけづくりにし

ていけるのかなと思っていますという答弁

がございました。視覚障害者のための音声

コードの利用促進、現在の進捗状況につい

て伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  視覚障害者の方が情報を取得するツール

の一つであります音声コードは、印刷物に

掲載された文字情報を二次元コードに変換

したもので、専用の読み上げ装置で聞き取

れるコードであります。令和７年６月の定

例会議におきましても音声コードの取組に
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ついて御質問いただきました。その際の答

弁でも申し上げておりますが、音声コード

を扱っている近隣自治体の状況等について、

庁内で各部署の関係業務に関して意見交換

を行いましたが、音声コードの利用につい

ては、近隣自治体では全庁的に音声コード

が普及する状況までには至っていないとの

認識でございました。また、他の団体では、

他のアプリで文字を読み上げる取組をされ

ている事例もございました。現在において

も、本町での利用ニーズがどの程度あるか

不明であるなど、音声コードを全庁的に活

用するところまでには至っていない状況で

あります。 

  音声コードの読み上げソフトは無償のソ

フトもあり、また音声コードの作成や印刷

も自前で行えるようですが、専門知識やス

キルの習得など職員の作業負担もあり、委

託すれば費用も要することから、音声コー

ドの全庁的な導入については利用ニーズや

普及状況などを見て、他の自治体の事例も

参考に引き続き研究していきたいと考えて

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  音声コードの導入のこの北摂エリアで導

入されている例なんですけれども、豊中市、

障害のある方向けの刊行物や広報誌の一部

に音声コードを導入しています。そして吹

田市、広報紙や特定の行政情報に音声コー

ドを導入しています。そして、高槻市、茨

木市、箕面市などは、高齢者や視覚障害者

への情報提供を目的として、広報や一部の

申請書類への音声コード導入が進められて

いますというふうにあります。音声コード

の導入状況、各自治体によって異なります

けれども、導入している場合でも全ての印

刷物ではなく、例えば本町では広報紙の大

事なところとか、障害者向けの特定情報誌

とか、選挙などの投票案内だとか、一部の

印刷物に限定してみるのも一つの手になの

かなというふうにも思いますし、もう全般

にやったら先ほどおっしゃったような費用

がいろいろかかる、大変なことだと思いま

すのでね、何かきっかけづくりをしていた

だきたいなというふうに思います。 

  本町が視覚障害者のための音声コードを

導入することになれば、情報アクセシビリ

ティの向上、高齢者の方や障害のある方、

また外国人やその他様々な利用環境にある

人を含みますが、誰もが情報通信技術を通

じて提供される情報を不便なく公平に取得、

利用し、意思疎通できる状態を目指しても

らいたい。そんな大きなメリットがありま

す。運用やコストに関する課題も確かに大

変だとは思いますけれども、しかし、視覚

障害者の皆様のためにも導入・普及を促進

していただきたいというふうに考えます。 

  今まで五つの質問をさせていただきまし

たが、この多くの時間を割いて真摯に御答

弁をいただき、誠にありがとうございまし

た。 

  本日は前立腺がん検診費用の助成から６

回しましたけどもね、そこから視覚障害者

のための音声コードの最後の利用促進に至

るまで質問をさせていただきました。いず

れも町民の皆様の願いであり、議会と理事

者様が共に知恵を出し合い、協働すること

で解決の道が開けるというふうに確信して

おります。 

  また、理事者の皆様とともに未来を切り

拓くことを念頭に、私の一般質問を終了さ

せていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、林和利議員の一般質問を終わり

ます。 
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  以上で、一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は２時45分といたします。 

（午後２時30分 休憩） 

（午後２時45分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第55議案から第66号議案まで」

を議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容はそれぞれ各常任委員会に付託

いたしますので、大綱のみお願いいたしま

す。 

  なお、御承知ではございますが、質疑は

議題になっている事件に対して行われるも

のでありますから、現に議題になっていな

ければなりません。また、議題に関係のな

いことは聞くことができない、このように

規定されておりますので、その点十分御協

力いただきますようお願い申し上げます。 

  第55号議案から第66号議案までの12件に

対する質疑を行います。 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  ９番・管野英美子でございます。 

  第61号議案の総括質疑をさせていただき

ます。 

  猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の

一部を変更する協議について、１番目に負

担区分が三つから二つになることは説明で

理解をいたしました。その中で、施設管理

運営経費で年度ごとの関係市町の搬入可燃

ごみ量の比率から搬入ごみ量の比率で按分

して負担するとのことですが、このように

なった経緯をお聞かせください。 

  ２点目は、搬入ごみ量というのは缶やペ

ットボトルなどの資源も含まれているのか

ということです。 

  以上２点お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それでは、お答えいたします。 

  まず、１点目の搬入可燃ごみ量から搬入

ごみ量、まあ、総ごみ量になった経緯とい

うことでお答えいたします。 

  もともとのこの規約を定めた平成12年当

時の資料を見ますと、当時各市町の中には

ペットボトルとかプラスチックなどの分別

が進んでおらず、可燃ごみの中にこういっ

たものが含まれていたという、そういう状

況がありまして、その中で焼却する処分量

を極力減らしていくという、そういう観点

と、あとこの数値として把握しておったこ

の可燃ごみ量の按分で行うことが今後の分

別の取組を進めていく上で重要であろうと

いうようなそういった観点から、まず可燃

ごみ量のほうを一定進めていったというよ

うな経緯がありまして、その効果を負担金

に反映させていくという、そういう意味合

いでまず可燃ごみ量による按分を用いたと

いうことで考えております。 

  しかしながら、近年、各市町がこのごみ

の分別に尽力をしてきておりまして、国崎

クリーンセンター自体は、可燃ごみだけで

はなくて資源ごみのほうの搬入も行われて

おるということから、管理運営に関する経

費、搬入ごみ量というのは総ごみ量ですね、

全てのごみの量のことを言うんですが、そ

の総ごみ量によって按分することがいいん

じゃないかということで構成市町で協議を

重ねた結果、最終、首長会議の中で合意に

至ったというところです。このことから、

今後は構成市町全体のこのごみの減量を図

っていこうということで取組を進めている

ところです。 

  それから、２点目の搬入ごみ量というの
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は缶とかペットボトルなどの資源も含まれ

ているかということですが、議員おっしゃ

るとおりで含まれております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  ２回目の質問をさせていただきます。 

  それなら缶やペットボトルはお店に出せ

ばいいのかと思いましたけれども、お店も

国崎に持っていかれるのであれば、その分

も入ってくるというので、そのお店によっ

て違うと思うんですが、町の考えで町のこ

の負担を減らすにはどうしたらいいのか、

どのような策があるんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、この本町の負担金を下げていくと

いうことに対しては、国崎クリーンセンタ

ーへ搬入する、先ほど説明しました総ごみ

量を減らしていくということが必要になり

ます。そうすれば本町の負担割合の比率が

下がりまして、負担金額の抑制につながる

と思います。そのためには、住民の皆様の

ごみの減量意識の高揚と行動が必要となり

ます。また、本町としましては、こういっ

たことをするために各種啓発活動をさらに

推進していきまして、あと、植木剪定くず

のチップ化などもさらに取組を進めていく

ことで負担金を減らしていけるのではない

かと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  ３回目の質問です。 

  ちょっとごみ処理年報を見せていただい

たら、豊能町の剪定枝が猪名川町よりも多

いというのが気になるところなんですけれ

ども、チップ化をしっかりと取り組んでい

かれるのかどうか、最後にお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  今、私もちょっとこの令和６年度の国崎

クリーンセンターの実績表を拝見しており

まして、猪名川町と比べますと倍以上増え

ておると、増えてるというか多いというこ

とで、大半が直接に搬入されている量によ

るものかなと思っております。基本各家庭

で出された植木剪定につきましては、環境

課のほうで直営で回収しておりまして、そ

ちらについてはある程度チップ化して、皆

様のほうにチップしたやつをお渡ししてい

るんですが、公園とか、あと緑地等で出て

きた植木剪定につきましては、現在はチッ

プ化はせずに、以前は能勢町の森林組合の

ほうに持っていってたんですが、ちょっと

そちらのほうが難しいということで、その

後、高槻のほうの森林組合さんのほうに持

っていってたんですが、距離が長いのと、

あと近年の物価高騰等で大分上がってきた

ということで、なかなかちょっと予算の中

でうまいこと運用できなかったということ

で、今は国崎クリーンセンターのほうにじ

かに持っていっているというところです。

ですので、その辺りを多少でもチップ化で

きれば負担金が下がるのかなと思うんです

が、そうするためにはチップ化するための

環境課が持っているようなああいう機械と

か、あとそれの人員とか、そういったもの

をどうするのかというところがありますの

で、今後検討させていただきたいと思って
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おります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  秋元です。３点ほどお尋ねさせていただ

きます。 

  まず、56号の認定こども園条例ですけれ

ども、この内容的に見た場合に、このこど

も園だけではなくて幼稚園とか保育所なん

かも関係してくるのかなと思いますが、今

後それらにも見合った条例が出てくるとい

うか、そこの方法は考えていないのかどう

かというのをお尋ねします。 

  それと、59号です。たんぽぽの家の関係

です。ちょっとお待ちください。 

  まず、今回の指定管理者なんですけど、

どのようなメンバー構成を選んだのかとい

うことと、そこに保護者は何人入ってるの

かということと、豊能町の中の保護者とい

うのはそもそも何人いらっしゃるのか。ま

ず、これに対してお尋ねします。 

  それと、62号ですけれども、これは吉川

保育園の光熱費です。お話によると漏水に

よるものらしいんですけれども、そもそも

この漏水をどのような形で発見したのかと

いうことと、約半年間で170何万かな、あま

りにもちょっと大きいものでして、その実

情ですね。どこを漏水していたのかという

ふうな。それから、そこの工事などはもう

終わってるのかということを併せてお願い

いたします。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  １点目の認定こども園条例の件でござい

ます。 

  今回の条例改正の趣旨は、ふたば園で通

称「誰でも通園制度」と呼ばれる国の新し

い制度を実施することに伴いまして、条例

改正をお願いしているものでございます。 

  今現在、町として考えているのは、この

ふたば園で誰でも通園制度を行う予定をし

ておりますが、仮に今後ほかの幼稚園、保

育所でもそれを行うということになれば、

そのときには条例改正を行うということに

なります。 

  ２点目の吉川保育所の光熱水費の件でご

ざいますが、まず知った原因というのは水

道のほうからメーター数が多いのではない

かという通知をいただいたことにより、そ

れを承知したものでございます。 

  ちょうど保育所のどちら側になるのかな、

ちょうど府道側との境目の裏手のちょうど

コンクリートの下の管が漏れておりまして、

要は地下の管が漏れておりまして、なかな

か発見には至らなかったところではござい

ますが、水道のほうからのそういう通知を

受けまして原因を探し出したところ、そこ

が漏れていたというところになっておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  修理はどうなりましたか。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  失礼しました。 

  ちなみに今回漏水していた箇所について

は既に修繕は終了しております。 

○議長（永並 啓君） 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  私のほうからは、第59号議案のたんぽぽ

の家の指定管理についての御質問をいただ

きました。 

  今回指定するに至りまして、選定委員会

を組織してございます。これは内訳は７名



 3－49 

でございまして、その次の質問にございま

した保護者の方は入っておられません。し

かし、その７名の中に学識経験者に入って

いただいてます。この先生につきましては、

私ども豊能町の障害者福祉計画の中の委員

長も務めていただいてる先生でございまし

て、もともと社会福祉士という資格も持っ

ておられます。ですので、利用者側の立場

に立ったような観点からも見ていただけた

のかなというふうに思ってございます。 

  それと、今現在、私どものたんぽぽの家

を利用されている方、町内の方、保護者と

いうことは町内の方ということになると思

いますが、現在、私どもの施設につきまし

ては定員が合計20名でございます。そのう

ち利用者については18名いただいてまして、

そのうち町内の利用者の方については11名

でございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  56号の質問の趣旨というのは、子どもさ

んを受け入れるのに一つのところでいいの

かということですね。地域的に考えても、

東西やっぱりそれぞれに必要じゃないのか

なということで、後々また吉川保育園かひ

かり園が出てくるのかな。だったら一緒に

なぜ出さないのかなという趣旨の質問です。

だから、当然考えて１か所というふうな考

えで受け入れていいかどうかという意味の

質問で、まずお答え願います。 

  それと、水道の漏水なんですけど、これ

はたしか半年ぐらいって聞いてましたけど、

１か月で30万近いですわね、170何万だった

から。自分の家のこの水道料を考えると、

とてつもなくすごい漏れだったなというの

がありまして、ただの水道の蛇口が漏れて

たってことじゃなくて、管そのものが破損

してたのかな。となった場合に、これは老

朽化なのかなということと、こういった施

設の老朽化というのはどのぐらいの頻度で

検査してるのかということも気になったの

で、そこの御答弁をお願いします。今後ね、

ほかのところでも出てくるんじゃないかと

いう意味の質問ですので、お願いします。 

  それと、たんぽぽの家の今回の選定のメ

ンバーなんですけれども、１人の中で社会

福祉士で、保護者の立場はよく知ってる何

か御自身の経験か何かでしょうけれども、

私がお尋ねしているのはそういうことじゃ

なくて、実際にそこの施設の中で日々生活

なり作業している子どもさんの親としての

物の見方があると思うんですね。そういう

意見なり視点からの今回の指定管理者の選

択が大事じゃないかなと。そこで、なぜそ

ういった視点を入れなかったのかという意

味で、なぜかっていうと今回の資料を見さ

せていただきますと、合計点はそんなに差

がないですね、差がなくはないのかな、151

と141ぐらいだから。ここにもちょっと差が

出てくるんじゃないかなと、実際その人た

ちでね。何て言うのかな、現場を見てる人

と見てない人のね。その利用者としてので

すよ。だから、ちょっとそこの辺りが気に

なりましたので、そういう観点のお考えは

なかったのかどうかお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  １点目の認定こども園条例の件でござい

ます。 

  今回誰でも通園制度という新しい制度が

始まることによりまして、本町内でもどこ

で利用ができるのかというところについて

検討したところです。ただ、新しい制度で、

実際ニーズがどれぐらいあるのかというと
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ころもなかなかつかみづらい状況がありま

して、ふたば園で実施すると。吉川保育所

につきましては、今現在保育士の不足等の

関係からなかなか人員的に難しい部分があ

りまして、まずはふたば園でするというこ

とで決定したところです。 

  東西のバランスというところが当然考え

られますので、西地区におきましては、ま

だ現在協議中ではございますが、すきっぷ

で実施しております一時預かり、この利用

料が今１時間800円になっておりますが、こ

れをこども園、ふたば園でやる制度と同様

に月10時間までは300円とするという方向で

東西のバランスが取れるように今現在調整

をしているところでございます。 

  それから、吉川保育所の水道の件でござ

います。 

  すみません。私先ほど府道と言いました

が、国道477号線に接しているちょうど土の

中の部分、要するに見て分かるところでは

なくて、なかなか分かりづらい部分の管が

要は破損しておりまして、水が漏れており

ました。それにつきましては、そこが発見

できなかったところで、それについてはも

う施設の老朽化に伴う水道管の劣化という

ところがやはり原因であるというふうに考

えております。 

  この漏水があったことを受けまして、こ

の水道メーターの点検というものを定期的

に点検するようにというところで、各施設

にもまた周知徹底を図っていくところでご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  御質問いただいたのは、利用者の視点に

ついてということだと理解しました。 

  直接今回の選定委員会の中には、当事者

側の直接の方は委員として入ってはいただ

けてないんですけれども、実際この施設の

運営につきましては、当然運営法人と利用

者の家族の会員の方がお話をする機会を設

けておりますので、日々の利用者側と施設

の管理側とのコミュニケーションはその当

時はできている、その当時というか今はで

きているというふうに理解しています。そ

れとともに、このサービスを受けていただ

くために、私どもは数年に１回当事者の方、

家族の方と受給者証のやり取りがございま

す。更新のやり取りがございます。そのと

きに、どういう施設を使っているかという

ことも当然私どもも把握しているわけです

ので、その辺のところの平素私どもが聞か

なあかんプラスアルファですね、今利用さ

れているような実態はどうなのかというこ

との聞き取りもさせていただいてますので、

行政側としては、今任せてる法人について

どんな運営をされてるかというのは、管理

はその辺で聞き取りができているのかなと

思うんですが、実際に選ぶときに当事者の

意見としては当事者側のメンバーが入って

ないので、そこのところについては今のと

ころはできておりません。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  こども園のほうは分かりました。今は１

か所だけ出して、西に関しては、すきっぷ

のほうで対応していこうというお考えだっ

てことで。 

  それで、今度は漏水なんですけどね、地

面の下にあったからわからないって、水道

管はどこも地面の下にあるのになと面白い

答弁をされるなと思ったんです。それはと

もあれ私が気になりましたのは、月30万円

という金額がね、なぜこれが、普通はこの
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ぐらいの漏水だったら施設的には難しいん

ですか、やっぱり。水道料が上がるとか上

がらないとかというところの発見では難し

いのかどうか。水道局から言われないと、

向こうもなぜ気がついたのかそこら辺がよ

くわからないんですけれども、そうなると、

よっぽどこの漏水対策を調べるのをちゃん

としていかないと、私たちの知らないとこ

でいっぱい漏れてるような気がするので、

これは今後町全体として取り組んでいただ

きたい、これを契機に。もう要望です、こ

れは。 

  次のたんぽぽの家なんですけれども、も

う一つ先ほど気になりましたのが、町内か

ら11名、町外から７名、この町内の11名の

お声も聞いてないというところが選定する

に当たってちょっとそれでいいのかなって

いうことと、逆にもっと昔は町内の人が多

かったんでね。何か原因がそこにあるかど

うかちょっと分からないんですけれども、

これは私の意見ですから聞いてください。

いずれにしても、大分町内と町外の利用さ

れてる方の差がここまでついてくると、よ

そから来てる方に対して、その市のほうか

ら何か援助いただいてるのかどうか分から

ないんですけれども、やっぱり、今後この

運営方法というのは、そうやってよそから

来ている町の方の自治体と話し合って広域

か何かでやっていくかどうか、そういう方

向も今後検討していただきたい。これは私

の要望で質問は終わらせていただきます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  中川敦司議員。 

○８番（中川敦司君） 

  中川です。私のほうからは３項目につい

て質問させていただきたいと思います。 

  まず、62号議案ですかね。一般会計補正

予算のこれは26ページのこの説明書きのと

ころの内容が、地域介護・福祉空間整備等

施設整備事業ということで1,540万計上され

てまして、内容的には以前の説明で祥雲館

の設備の補修というふうなことで説明があ

ったと思いますが、詳しくどのような補修

の工事なのか、その辺りの説明をお願いし

たいと思います。 

  次に、２点目です。 

  今度は64号議案、国保診療所の件になり

ますね。人件費も聞いていいのかな、人件

費として504万円減ってます。これは一般会

計補正予算のほうでもその旨の金額があっ

たんですけれども、これはちょっと私の勘

違いだったら駄目ですけれども、もともと

国保診療所には受付があって、その受付の

隣に事務室のようなところがあって、そこ

に今までたしか常駐というかね、ずっと職

員さんがいらっしゃって、たしか今年から

かな、その職員はなくして、たしか課長さ

んがそこの代行をするみたいな、そのよう

なことだったかと思います。その辺りをも

う一度確認をさせていただきたく、その分

の金額の補正なのかなと、その確認をさせ

ていただきます。 

  それで、３点目の質問が66号議案、介護

保険ですね。介護保険の特別会計の13ペー

ジの款５ですね。保健福祉事業の目１のこ

の説明書きのところでいくと独居高齢者等

見守り事業ということで92万1,000円を計上

されてまして、全員協議会等での説明では、

サポート事業の費用がアップというふうな

ことが説明がございましたけれども、これ

は例の緊急通報システムの、あのシステム

のことだと私は解釈しておりますけれども、

これはやはり結構好評のような感じもしま

して、結構利用者が増えたのかなというふ

うなことを思ったりもするんですけれども、

その辺りを詳しく説明をお願いしたいと思
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います。 

  以上３点です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  まず一つ目の地域介護・福祉空間の設備

の整備の交付金でございます。この内容に

つきましては、先ほど議員におっしゃって

いただきましたように、今回は対象施設と

いたしまして特別養護老人ホームの祥雲館

の本館のほうでございます。 

  この事業の内容につきましては、防水工

事、換気の工事、内装工事、浴室の改修並

びに中央監視設備の工事ということでお聞

きしてます。 

  二つ目の診療所の人件費の関係につきま

して、利用いただいておられて内部のこと

でということで御質問があったと思います

が、今年度から課長のほうが事務長を兼務

してございます。課長のほうがなかなか兼

務するのはしんどいところもございますの

で、一部途中から非常勤のほうも週に数回

来ていただいてます。ですので、常勤とし

ましては、去年まではいたんですけれども、

おらないんですけれども、兼務の課長と、

それと、そのサポートをしていただく会計

年度任用職員を週に数回配置させていただ

いております。これが２点目でございます。 

  三つ目につきましては、見守りサポート

の事業でございました。おっしゃっていた

だいておりますように、民生委員・児童委

員さんの協力もありましてかなり登録のほ

うが進んでまして、今は200名を超えている

ということでお聞きしてます。今回これは

補正を上げさせていただきましたのは、そ

の人数に係る増というわけではなくて、従

前といいますか、最初にスタートしました

ときには、御本人の御負担と社会福祉協議

会からの負担、それと私ども町の負担とい

うことで、これは三者で大体3,000円ぐらい

のスキームになっているんですが、それを

事業者のほうにお支払いするというスキー

ムだったんですけれども、ちょっと事業者

との契約の中で、私どももＡＬＳＯＫさん

のほうに払っている、社協さんも払ってい

るというのを一つにまとめてほしいという

ことがございまして、特会のほうの入で社

協の負担金のところに入っておりますが、

一旦社協分のほうを私どもの会計に入れて、

私どものほうと一緒に合わせて払うという

スキームに変わってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○８番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  まず、１点目の祥雲館の補修の工事の内

容の件ありがとうございました。これはそ

したらいろいろな、いわゆる浴槽の工事と

かいろいろ説明がございましたけど、これ

はもう済んでいるのかどうかそれをお伺い

するのと、あと、64号議案の人件費の件で

すけれども、御説明ありがとうございまし

た。結局そうしたら、今は何とか課長さん

だけではちょっと難しいから会計年度任用

職員かな、そういった人にも入っていただ

いて何とかやっているということで、それ

でうまいこと業務は回せている、処理でき

ているというふうに考えておいたらいいの

かな。そのように思いますが、それで御答

弁をお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 
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  １点目は、先ほど介護空間の話だったと

思います。祥雲館のことにつきましては、

今工事が行われているところだというふう

に認識してございます。 

  先ほど私は答弁を間違えましたんですが、

見守りの事業なんですけれども、200名と申

し上げましたが120名に変更させていただき

たいと思ってます。以上でございます。 

  それと、診療所の件についてもお尋ねい

ただきました。 

  確かに正職が張りついておったところに

正職がということであれば本来いいのかな

とは思うんですが、私どものこの職員体制

も含めましていろいろ見直し等もございま

すので、そういった体系を今取らせていた

だいてます。全体の中から言うと、いろい

ろその部署でいろいろやり取りがあるんで

すけれども、現在のところスムーズに引き

続き運営できているというふうに認識して

おります。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  才脇明美議員。 

○６番（才脇明美君） 

  56号議案なんですが、乳児・幼児の保育

料、１時間当たり保育料・利用料が300円と

いうことなんですけど、負担が軽いことは

大変よいと思うんですけど、この安全確保

は大丈夫なんでしょうか。そして、これは

町独自の、これは国の動きに合わせた制度

改正ですが、町独自の判断部分はどこなの

か確認します。そして、安過ぎることによ

ってね、逆に事業の質が下がらないのかち

ょっと心配します。以前は保育料だったで

しょ。今度は保育料及び利用料となってい

る。そこが利用料というのが私はちょっと

ネックかなとか思っているんですけど、よ

ろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  １点目のまず安全確保の件でございます。 

  現在、ふたば園でその事業を実施する方

向で考えておりまして、これについては人

員を確保して、十分きちんとした安全な保

育ができるような方向で考えているところ

です。 

  ２番目の利用料300円の件ですが、これに

つきましては、今現在まだ国のほうで試行

という形で今年度は何市町村かが実施をし

ております。今現在の試行段階での国の利

用料の想定として、１時間当たり300円程度

というところで標準的に徴収するというふ

うに定められておりまして、今現在私ども

のほうもこの国の利用料を基準として300円

というふうに考えているところです。この

国の考え方には、先ほどまだ試行というと

ころで申し上げたところなんですが、実際

に来年度から本格実施するに当たって、来

年度の利用料というのはまだ国でも実際こ

の保護者の方から徴収するのがどれぐらい

かっていうのを確定という形で決定したわ

けではなくて、今のところまだ国のほうで

も、この標準の利用料をどうするかという

のはまだ議論をしている最中というところ

ではございますが、現在のところの利用料、

この１時間当たり300円という形の国の基準

にのっとって、町としても今回はこういう

形で条例改正の提案をさせていただいたと

ころです。 

  利用料という文言につきましては、国の

ほうでも、いわゆる誰でも通園のその制度

を利用するという形になっていると思うの

で、国のほうでもこの利用料という言葉を

使っておりますので、豊能町のほうでも利

用料という形で条例改正のほうをさせてい
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ただいております。 

  ３点目が、１点目と重なるところではご

ざいますが、先ほど申し上げました安全確

保という点につきましては、ふたば園の中

で行いますので、もちろんこの誰でも通園

制度をいわゆる運営を行っていく保育士と

して確保するところはもちろんでございま

すが、場合によってはふたば園全体でもそ

ういう見守りを行いながら安全な保育をし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  ないようですので、総括質疑を終結いた

します。 

  お諮りいたします。 

  第55号議案から第66号議案は、お手元に

配付いたしております付託表のとおり、各

常任委員会にそれぞれ付託の上、審査する

ことにしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。よって、第55号議

案から第66号議案までは、お手元に配付い

たしております付託表のとおり、各常任委

員会にそれぞれ付託の上、審査することに

決定いたしました。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。次

回は12月12日午後１時より会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時20分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第55号議案 豊能町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条 

      例制定の件 

第56号議案 豊能町立認定こども園条例改正の件 

第57号議案 豊能町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

      る条例等改正の件 

第58号議案 工事請負契約の締結について 

第59号議案 指定管理者の指定について 

第60号議案 指定管理者の指定について 

第61号議案 猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の一部を変更する協議

に 

      ついて 

第62号議案 令和７年度豊能町一般会計補正予算（第７回）の件 

第63号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

      （第１回）の件 

第64号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補正 

      予算（第１回） 

第65号議案 令和７年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回） 

      の件 

第66号議案 令和７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第２ 

      回）の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ５番 

 

        同    ６番 

 


